
平成二十二年政令第百三十五号

日本国憲法の改正手続に関する法律施行令

内閣は、日本国憲法の改正手続に関する法律（平成十九年法律第五十一号）第二十条第二項、第二十一条第三項、第二十二条第二項、第

三十三条第二項、第三十四条第二項及び第三項、第三十六条第一項から第三項まで、第四十条第一項、第四十六条、第四十八条第五項、第

五十六条第三項、第五十八条第二項、第六十条第四項、第六十一条第一項から第五項まで、第七項及び第八項、第六十二条第一項、第六十

五条第二項、第百四十条第二項、第百四十一条、第百四十二条第二項、第百四十三条並びに第百四十七条並びに附則第二条第一項の規定に

基づき、この政令を制定する。
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附則

第一章　投票区及び開票区

（投票区の廃止又は変更の告示）

第一条　公職選挙法施行令（昭和二十五年政令第八十九号）第九条の二の規定は、日本国憲法の改正手続に関する法律（以下「法」とい

う。）第七条において準用する公職選挙法（昭和二十五年法律第百号）第十七条第二項の規定により市町村の選挙管理委員会が市町村の

区域を分けて数投票区を設ける場合について準用する。

（市町村の区域を分けて開票区を設ける場合等の手続）

第一条の二　公職選挙法施行令第十条の二の規定は、法第七条において準用する公職選挙法第十八条第二項の規定により都道府県の選挙管

理委員会が市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて開票区を設ける場合について準用する。

第一章の二　投票人名簿

（投票人名簿を磁気ディスクをもって調製する場合の方法及び基準）

第一条の三　市町村の選挙管理委員会は、法第二十条第二項の規定により投票人名簿を磁気ディスク（これに準ずる方法により一定の事項

を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。）をもって調製する場合には、電子計算機（電子計算機による方法に準ずる方

法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。以下同じ。）の操作によるものとし、磁気ディスクへの記録、磁気

ディスク及び当該投票人名簿に記録されている事項の利用並びに磁気ディスク及びこれに関連する施設又は設備の管理の方法に関する技

術的基準については、総務大臣が定める。

２　市町村の選挙管理委員会は、前項に規定する場合においては、当該投票人名簿に記録されている事項が投票管理者、開票管理者及び当

該市町村の選挙管理委員会の職員（当該市町村の選挙管理委員会から国民投票に関する事務を委嘱された職員及び当該市町村の委託を受

けて投票人名簿に関する事務の処理に従事する者を含む。）以外の者に電子計算機に接続された電気通信回線を通じて知られること及び

当該投票人名簿が滅失し、又は毀損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。

（投票人名簿の記載事項）

第二条　投票人名簿には、投票人の氏名、住所、性別及び生年月日のほか、次に掲げる事項の記載（法第二十条第二項の規定により磁気デ

ィスクをもって調製する投票人名簿にあっては、記録）をしなければならない。

一　投票人が当該市町村の選挙管理委員会から公職選挙法施行令第十八条に規定する選挙人名簿登録証明書（以下「選挙人名簿登録証明

書」という。）の交付を受けている船員（船員法（昭和二十二年法律第百号）第一条に規定する船員をいい、船員職業安定法（昭和二

十三年法律第百三十号）第九十二条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者及び船員の雇用の促進

に関する特別措置法（昭和五十二年法律第九十六号）第十四条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされ

る者並びに法第六十一条第七項に規定する実習生（第三章第四節において「実習生」という。）を含む。以下同じ。）である場合にあっ

ては、その旨

二　投票人が当該市町村の選挙管理委員会の委員長から公職選挙法施行令第五十九条の三第一項に規定する郵便等投票証明書（第三章第

四節において「選挙郵便等投票証明書」という。）の交付を受けている者である場合にあっては、その旨

三　投票人が当該市町村の選挙管理委員会の委員長から公職選挙法施行令第五十九条の七第一項に規定する南極選挙人証（第四十七条第

三項及び第三章第四節において「南極選挙人証」という。）の交付を受けている者である場合にあっては、その旨

（登録基準日において転出入をした者等の投票人名簿の登録市町村）

第三条　国民投票の投票権を有する者が、登録基準日（法第二十二条第一項第一号に規定する登録基準日をいう。以下同じ。）に転出届（住

民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）第二十四条の規定による届出をいう。）をし、同日に他の市町村に転入届（同法第二十二

条の規定による届出をいう。）をしたこと等により登録基準日において二以上の市町村の住民基本台帳に記録されている場合における当

該者の法第二十三条の規定による登録は、 後に住民基本台帳に記録された市町村の選挙管理委員会において行う。

（投票人名簿の被登録資格の調査等）

第四条　市町村の選挙管理委員会は、その定めるところにより、投票人名簿の登録に当たって、投票人名簿に登録しようとする者の投票人

名簿に登録される資格（以下この条において「被登録資格」という。）について調査するものとし、被登録資格を有することについて確

認が得られない者を投票人名簿に登録してはならない。

２　市町村の選挙管理委員会は、前項の調査に関し必要がある場合には、その被登録資格につき調査しようとする者の選挙人名簿（公職選

挙法第四章の選挙人名簿をいう。）に登録される資格に関して当該市町村が現に有する情報を利用することができる。

３　市町村の選挙管理委員会は、第一項の調査に関し必要がある場合には、その被登録資格につき調査しようとする者の被登録資格に関す

る情報を有する市町村の長に被登録資格の確認のため必要な事項について照会することができる。この場合において、照会を受けた市町

村長は、直ちに回答しなければならない。
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４　市町村の選挙管理委員会は、第一項の調査に関し必要がある場合には、その被登録資格につき調査しようとする者その他の関係人の出

頭を求め、又はこれらの者に被登録資格の確認のための資料の提出を求めることができる。この場合には、これらの者は、正当な理由が

なければ、これを拒むことができない。

（登録日等の告示）

第五条　中央選挙管理会は、あらかじめ、法第二十三条の規定による投票人名簿の登録を行う日を定め、これを告示しなければならない。

２　中央選挙管理会は、あらかじめ、投票人名簿について法第二十五条第一項の規定による異議の申出期間を定め、これを告示しなければ

ならない。

第六条　削除

（異議の申出に係る行政不服審査法施行令の準用）

第七条　行政不服審査法施行令（平成二十七年政令第三百九十一号）第八条の規定は、法第二十五条第一項の異議の申出について準用す

る。この場合において、同令第八条中「審理員は」とあるのは「日本国憲法の改正手続に関する法律（平成十九年法律第五十一号）第二

十五条第一項の異議の申出を受けた選挙管理委員会（以下この条において「審査庁」という。）は」と、「審理関係人」とあるのは「異議

申出人」と、「総務省令で」とあるのは「審査庁が」と、「、審理員」とあるのは「、審査庁」と読み替えるものとする。

第八条　削除

（登録の抹消に係る通知）

第九条　市町村の選挙管理委員会は、登録基準日から国民投票の期日までの間、当該市町村に住所を有する者が死亡したこと又は日本の国

籍を失ったことを知った場合において、当該者が当該市町村の投票人名簿に登録されていない者であって登録基準日以後に当該市町村の

住民基本台帳に記録されたものであるときは、直ちにその旨をその者の転入前市町村（当該市町村の住民基本台帳に記録される前におい

て直近に住民基本台帳に記録されていた市町村をいう。次項において同じ。）の選挙管理委員会に通知しなければならない。市町村の選

挙管理委員会がこの項の規定による通知を受けた場合も、同様とする。

２　市町村の選挙管理委員会は、登録基準日に当該市町村の住民基本台帳に記録された者を投票人名簿に登録したときは、直ちにその旨を

その者の転入前市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。

（投票人名簿登録証明書）

第十条　投票人名簿に登録された船員（当該投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会から選挙人名簿登録証明書の交付を受けている者

を除く。）は、市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、投票人名簿登録証明書の交付を申請することができる。

２　市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定による申請があった場合には、当該船員に対して投票人名簿登録証明書を交付しなけ

ればならない。

３　投票人名簿登録証明書の交付を受けた者は、国民投票の期日までに船員でなくなった場合その他総務省令で定める場合には、直ちに当

該投票人名簿登録証明書をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に返さなければならない。

４　第一項及び第二項に規定するもののほか、投票人名簿登録証明書の交付の申請の方法及び交付の手続に関し必要な事項は、総務省令で

定める。

（投票人名簿の移送又は引継ぎ等）

第十一条　公職選挙法施行令第十九条、第二十条、第二十一条第一項及び第二十二条（第一項後段を除く。）の規定は、投票人名簿の移送

又は引継ぎ、磁気ディスクをもって調製されている投票人名簿を閲覧させる方法、投票人名簿の再調製及び投票人名簿に登録されている

投票人の数の報告について準用する。この場合において、同令第十九条第一項中「法第十九条第三項」とあるのは「日本国憲法の改正手

続に関する法律（平成十九年法律第五十一号。以下「憲法改正手続法」という。）第二十条第二項」と、「選挙人名簿記載書類」とあるの

は「投票人名簿記載書類」と、「第三項並びに第百三十一条第二項」とあるのは「第三項」と、「住所」とあるのは「住民基本台帳の記

録」と、同条第二項中「住所」とあるのは「住民基本台帳の記録」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「投票人名簿記載書類」と、

同条第三項中「選挙人名簿記載書類」とあるのは「投票人名簿記載書類」と、同条第五項中「法第十九条第三項」とあるのは「憲法改正

手続法第二十条第二項」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「投票人名簿記載書類」と、同令第二十条中「法第二十八条の二第一項

（同条第九項において読み替えて適用される場合を含む。）又は第二十八条の三第一項」とあるのは「憲法改正手続法第二十九条の二第一

項」と、同令第二十一条第一項中「法第三十条第一項」とあるのは「憲法改正手続法第三十一条において準用する法第三十条第一項」

と、同令第二十二条第一項中「法第二十二条第一項又は第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日」とあるのは「国民投票の期

日前十五日に当たる日」と、同条第二項中「法第三十条第一項」とあるのは「憲法改正手続法第三十一条において準用する法第三十条第

一項」と読み替えるものとする。

第二章　在外投票人名簿

（在外投票人名簿を磁気ディスクをもって調製する場合の方法及び基準）

第十二条　第一条の三の規定は、法第三十三条第二項の規定により在外投票人名簿を磁気ディスクをもって調製する場合の方法及び基準に

ついて準用する。

（在外投票人名簿の記載事項）

第十三条　在外投票人名簿には、投票人の氏名、 終住所（法第三十四条第一項に規定する 終住所をいう。）又は申請の時（同項に規定

する申請の時をいう。）における本籍、性別及び生年月日のほか、投票人が在外選挙人証（公職選挙法第三十条の六第四項に規定する在

外選挙人証をいう。以下同じ。）を交付されている者である場合には、その旨の記載（法第三十三条第二項の規定により磁気ディスクを

もって調製する在外投票人名簿にあっては、記録）をしなければならない。

（指定在外投票区の指定等）

第十四条　市町村の選挙管理委員会は、法第三十四条第二項の規定により指定在外投票区（同項に規定する指定在外投票区をいう。以下同

じ。）を指定したときは、直ちにこれを告示するとともに、都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。

（在外投票人名簿の登録の申請の手続）

第十五条　法第三十六条第一項の規定による申請は、当該申請をする者（以下この章において「在外投票人名簿登録申請者」という。）が、

在外投票人名簿に関する事務について当該在外投票人名簿登録申請者の住所を管轄する領事官（領事官の職務を行う大使館若しくは公使

館の長又はその事務を代理する者を含む。以下この章並びに第百四十四条第六項及び第七項において同じ。）（法第三十六条第二項に規定

する総務省令・外務省令で定める地域にあっては、同項に規定する総務省令・外務省令で定める者。第二号を除き、以下この章並びに第

百四十四条第六項及び第七項において同じ。）に対して、自ら又は総務省令で定めるところにより総務省令で定める者を通じて、法第三

十六条第一項の規定による申請書（次項、次条及び第十九条において「在外投票人名簿登録申請書」という。）を提出し、かつ、次に掲

げる書類（当該在外投票人名簿登録申請者が他の法令の規定により当該領事官に住所に関する届出を行っている場合であって総務省令で

定めるときは、第一号に掲げる書類）を提示して、しなければならない。
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一　当該在外投票人名簿登録申請者の旅券（旅券を紛失し、又は焼失したことその他の特別の事情により旅券を所持していない場合に

は、当該在外投票人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する書類（当該在外投票人名簿登録申請者の写真を貼り付けてある書類その

他の総務省令で定める書類に限る。））

二　当該在外投票人名簿登録申請者が、在外投票人名簿に関する事務について当該在外投票人名簿登録申請者の住所を管轄する領事官の

管轄区域（在外投票人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域として総務省令・外務省令で定める区域をいう。）内に住所を有

することを証するに足りる文書

２　法第三十六条第三項の規定による在外投票人名簿登録申請書の送付は、当該在外投票人名簿登録申請者（同条第四項の規定により公職

選挙法第三十条の五第一項の規定による申請を法第三十六条第一項の規定による申請とみなされた者を含む。）の在外投票人名簿に登録

される資格に関する意見書を添えて、外務大臣を経由して、しなければならない。

（在外投票人名簿の登録の申請の変更）

第十六条　在外投票人名簿登録申請者は、申請の日（法第三十四条第一項に規定する申請の時の属する日をいう。）以後登録基準日までの

間に、次に掲げる場合のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに、文書でその旨を在外投票人名簿登録申請書を提出した領事官に届

け出なければならない。

一　日本の国籍を失った場合

二　当該在外投票人名簿登録申請者の住所として在外投票人名簿登録申請書に記載された住所を変更した場合

三　氏名その他総務省令で定める事項に変更が生じた場合

２　前項第一号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出があったときは、当該在外投票人名簿登録申請者の法第三十六条第一項

の規定による申請は、取り下げられたものとみなす。

３　第一項第二号又は第三号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出は、それぞれ同項第二号又は第三号に掲げる場合に該当す

る事実を証するに足りる文書を添えて、しなければならない。ただし、当該在外投票人名簿登録申請者が他の法令の規定により在外投票

人名簿登録申請書を提出した領事官に住所、氏名その他総務省令で定める事項に関する届出をしている場合であって総務省令で定めると

きは、この限りでない。

４　領事官は、第一項各号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出書の提出があった場合には、直ちに、当該届出書を、外務大

臣を経由して、当該在外投票人名簿登録申請者の在外投票人名簿登録申請書を送付した市町村の選挙管理委員会に送付しなければならな

い。

（在外投票人名簿の被登録資格の調査等）

第十七条　市町村の選挙管理委員会は、在外投票人名簿の登録に当たって、在外投票人名簿に登録しようとする者の在外投票人名簿に登録

される資格（以下この条において「被登録資格」という。）について調査するものとし、被登録資格を有することについて確認が得られ

ない者を在外投票人名簿に登録してはならない。

２　市町村の選挙管理委員会は、前項の調査に関し必要がある場合には、その被登録資格につき調査しようとする者の在外選挙人名簿（公

職選挙法第四章の二の在外選挙人名簿をいう。第五項及び第二十条において同じ。）に登録される資格に関して当該市町村が現に有する

情報を利用することができる。

３　市町村の選挙管理委員会は、第一項の調査に関し必要がある場合には、その被登録資格につき調査しようとする者の被登録資格に関す

る情報を有する市町村の長に被登録資格の確認のため必要な事項について照会することができる。この場合において、照会を受けた市町

村長は、直ちに回答しなければならない。

４　領事官は、必要に応じ、在外投票人名簿登録申請者（法第三十六条第四項の規定により公職選挙法第三十条の五第一項の規定による申

請を法第三十六条第一項の規定による申請とみなされた者を含む。）の被登録資格につき調査しなければならない。

５　在外選挙人名簿に登録されている者又は在外投票人名簿登録申請者（法第三十六条第四項の規定により公職選挙法第三十条の五第一項

の規定による申請を法第三十六条第一項の規定による申請とみなされた者を含む。）は、市町村の選挙管理委員会又は領事官から求めら

れたときは、被登録資格を有することを証するために必要な文書を提出し、又は必要な説明をしなければならない。

（在外投票人名簿の登録日）

第十八条　中央選挙管理会は、あらかじめ、法第三十七条第一項の規定により在外投票人名簿の登録を行う日を定め、これを告示しなけれ

ばならない。

２　前項の規定により中央選挙管理会が法第三十七条第一項第一号に掲げる者の登録を行う日を定めようとするときは、その日は、登録基

準日又はその翌日でなければならない。

（在外投票人名簿に登録しなかった場合の通知）

第十九条　市町村の選挙管理委員会は、在外投票人名簿登録申請者（法第三十六条第四項の規定により公職選挙法第三十条の五第一項の規

定による申請を法第三十六条第一項の規定による申請とみなされた者を含む。）を在外投票人名簿に登録しなかったときは、直ちに、理

由を付して、その旨を外務大臣及び同条第三項の規定により当該在外投票人名簿登録申請者の在外投票人名簿登録申請書を送付した領事

官（第二十九条において「経由領事官」という。）を経由して当該在外投票人名簿登録申請者に通知しなければならない。

（在外選挙人名簿に登録されなかった場合における在外投票人証の交付）

第二十条　市町村の選挙管理委員会は、法第三十六条第四項の規定により公職選挙法第三十条の五第一項の規定による申請を法第三十六条

第一項の規定による申請とみなされた者が当該市町村の在外選挙人名簿に登録されなかった場合において当該市町村の在外投票人名簿に

登録されたときは、その者に在外投票人証（法第三十七条第三項に規定する在外投票人証をいう。以下同じ。）を交付しなければならな

い。

（在外投票人証の記載事項等）

第二十一条　在外投票人証には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一　投票人の氏名及び生年月日

二　投票人の国外における住所

三　その他総務省令で定める事項

２　投票人は、国民投票の期日までに在外投票人証の記載事項に変更が生じたときは、在外投票人証を添えて、在外投票人名簿に関する事

務について当該投票人の住所を管轄する領事官を経由し、その登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に届け出

て、在外投票人証に変更に係る事項の記載を受けることができる。

３　前項の規定による届出は、記載事項の変更の届出書に在外投票人証の記載事項に変更を生じた事実を証するに足りる文書を添えて、し

なければならない。ただし、変更を生じた記載事項が投票人の国外における住所その他総務省令で定める記載事項である場合において、

総務省令で定めるときは、この限りでない。
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４　第二項の場合において、領事官は、同項の規定による届出書に総務省令で定める書類を添えて、直ちに外務大臣を経由して、当該投票

人の登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。

５　第十七条第四項及び第五項の規定は、第二項の規定による在外投票人証の記載事項の変更の届出について準用する。この場合におい

て、同条第四項中「在外投票人名簿登録申請者（法第三十六条第四項の規定により公職選挙法第三十条の五第一項の規定による申請を法

第三十六条第一項の規定による申請とみなされた者を含む。）の被登録資格」とあるのは「第二十一条第二項の規定による届出の内容」

と、同条第五項中「在外選挙人名簿に登録されている者又は在外投票人名簿登録申請者（法第三十六条第四項の規定により公職選挙法第

三十条の五第一項の規定による申請を法第三十六条第一項の規定による申請とみなされた者を含む。）」とあるのは「第二十一条第二項の

規定による届出をする者」と、「被登録資格を有する」とあるのは「当該届出の内容が事実である」と読み替えるものとする。

６　市町村の選挙管理委員会は、第二項の規定による届出に基づき在外投票人証に変更に係る事項を記載した場合には、郵便又は民間事業

者による信書の送達に関する法律（平成十四年法律第九十九号）第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定

信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便（以下「郵便等」とい

う。）をもって、第二項の規定による届出をした者に、当該在外投票人証を交付しなければならない。ただし、当該届出の際に、郵便等

をもって交付を受けることが困難である旨の申出があった場合には、外務大臣及び第四項の規定により第二項の規定による届出書を送付

した領事官を経由して、当該届出をした者に当該在外投票人証を交付しなければならない。

７　前各項に規定するもののほか、在外投票人証の記載事項の変更に関し必要な事項は、総務省令で定める。

（在外投票人証の再交付）

第二十二条　投票人は、国民投票の期日までに次の各号のいずれかに該当する場合には、在外投票人名簿に関する事務について当該投票人

の住所を管轄する領事官を経由して、その登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に在外投票人証の再交付を申

請することができる。

一　在外投票人証を亡失し、又は滅失した場合

二　在外投票人証を汚損し、又は破損した場合

三　その他総務省令で定める場合

２　前条第四項の規定は、前項の在外投票人証の再交付の申請について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項」とあるのは

「次条第一項」と、「届出書」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。

３　市町村の選挙管理委員会は、第一項の規定による申請に基づき在外投票人証を再交付する場合には、郵便等をもって、同項の規定によ

る申請をした者に、当該在外投票人証を交付しなければならない。ただし、当該申請の際に、郵便等をもって交付を受けることが困難で

ある旨の申出があった場合には、外務大臣及び前項において準用する前条第四項の規定により第一項の規定による申請書を送付した領事

官を経由して、当該申請をした者に当該在外投票人証を交付しなければならない。

４　前三項に規定するもののほか、在外投票人証の再交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。

（在外投票人証の返納）

第二十三条　在外投票人証の交付を受けた者は、第二十九条第二項の規定による通知を受けた場合その他総務省令で定める場合には、直ち

に当該在外投票人証をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会に返さなければならない。

２　前条第三項の規定により在外投票人証の再交付を受けた者は、亡失した在外投票人証を国民投票の期日までに発見し、又は回復した場

合には、直ちに、当該発見し、又は回復した在外投票人証をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会に返さなければならない。

（在外選挙人証の返納の特例）

第二十三条の二　その登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会から在外選挙人証の交付を受けている者は、登録基

準日後国民投票の期日までの間に公職選挙法施行令第二十三条の九第一項の規定により当該在外選挙人証を当該市町村の選挙管理委員会

に返さなければならなくなった場合には、同項の規定にかかわらず、当該国民投票の期日までの間、当該在外選挙人証を返すことを要し

ない。

（在外投票人証等受渡簿）

第二十四条　領事官は、在外投票人証等受渡簿を備え、当該領事官を経由して在外投票人証を交付された者についてその登録されている在

外投票人名簿の属する市町村名、当該登録されている者の氏名及び生年月日その他総務省令で定める事項を記載しなければならない。

２　領事官は、法第三十七条第三項の規定による在外投票人証の交付の経由に係る事務を行った場合又は第二十九条の規定による通知があ

った場合には、直ちに前項に規定する在外投票人証等受渡簿に必要な事項を記載し、又はその記載を修正し、訂正し、若しくは消除しな

ければならない。

（在外投票人名簿の登録に関する異議の申出期間の告示）

第二十五条　中央選挙管理会は、あらかじめ、在外投票人名簿について法第三十九条第一項の規定による異議の申出期間を定め、これを告

示しなければならない。

（在外投票人名簿の登録に関する異議の申出に係る行政不服審査法施行令の準用）

第二十六条　行政不服審査法施行令第八条の規定は、法第三十九条第一項の異議の申出について準用する。この場合において、同令第八条

中「審理員は」とあるのは「日本国憲法の改正手続に関する法律（平成十九年法律第五十一号）第三十九条第一項の異議の申出を受けた

選挙管理委員会（以下この条において「審査庁」という。）は」と、「審理関係人」とあるのは「異議申出人」と、「総務省令で」とある

のは「審査庁が」と、「、審理員」とあるのは「、審査庁」と読み替えるものとする。

（出訴期間の特例）

第二十七条　法第四十条第一項において読み替えて準用する公職選挙法第二十五条第一項に規定する政令で定める場合は、訴状を国外から

国内へ郵便等により送付する場合とする。

（補正登録）

第二十八条　市町村の選挙管理委員会は、法第三十五条第一号に該当する者について在外投票人名簿の登録をした日後国民投票の期日前十

六日に当たる日までの間、当該登録の際に同号の資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が在外投票人名簿に登録されていない

ことを知った場合には、その者を直ちに在外投票人名簿に登録し、その旨を告示しなければならない。

（在外投票人名簿から抹消した場合等の通知）

第二十九条　市町村の選挙管理委員会は、法第四十二条（第一号に係る部分に限る。）の規定により当該市町村の在外投票人名簿に登録さ

れている者（在外投票人証を交付された者に限る。次項及び第三項において同じ。）を在外投票人名簿から抹消したときは、直ちに、理

由を付して、その旨を外務大臣を経由して、経由領事官に通知しなければならない。

２　市町村の選挙管理委員会は、法第四十二条（第二号に係る部分に限る。）の規定により当該市町村の在外投票人名簿に登録されている

者を在外投票人名簿から抹消したときは、遅滞なく、理由を付して、その旨を外務大臣及び経由領事官を経由して、その者に通知しなけ

ればならない。
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３　市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の在外投票人名簿に登録されている者について、その登録されている氏名その他の総務省令で

定める事項に係る記載（法第三十三条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製する在外投票人名簿にあっては、記録）を修正し、

又は訂正したときは、直ちに、その旨を外務大臣を経由して、経由領事官に通知しなければならない。

（在外投票人名簿から抹消すべき事由に関する通知）

第三十条　領事官は、在外投票人名簿に登録されている者について登録の際に登録されるべきでなかったことを知ったときは、直ちに、そ

の旨を外務大臣を経由して、当該在外投票人名簿から抹消すべき者が登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に

通知しなければならない。

（在外投票人証交付記録簿の閲覧等）

第三十一条　領事官は、当該領事官を経由して在外投票人証を交付された者についてその登録されている在外投票人名簿の属する市町村

名、当該登録されている者の氏名及び生年月日その他総務省令で定める事項を記載した書類（以下この条において「在外投票人証交付記

録簿」という。）を備え、第二十四条第二項の規定により在外投票人証等受渡簿に必要な事項を記載し、又はその記載を修正し、訂正し、

若しくは消除した場合には、直ちに、当該在外投票人証交付記録簿に必要な事項を記載し、又はその記載を修正し、訂正し、若しくは消

除しなければならない。

２　領事官は、登録基準日から国民投票の期日までの間において、特定の者が在外投票人名簿に登録された者であるかどうかの確認をする

ために、投票人から、在外投票人証交付記録簿を閲覧することが必要である旨の申出があった場合には、当該申出をした投票人に、その

確認に必要な限度において、在外投票人証交付記録簿を閲覧させなければならない。

３　前項の規定により閲覧させる場合には、公職選挙法第三十条の十四第二項から第五項までの規定を準用する。

（在外投票人名簿の移送又は引継ぎ等）

第三十二条　公職選挙法施行令第十九条、第二十条、第二十一条第一項及び第二十二条（第一項後段を除く。）の規定は、在外投票人名簿

の移送又は引継ぎ、磁気ディスクをもって調製されている在外投票人名簿を閲覧させる方法、在外投票人名簿の再調製及び在外投票人名

簿に登録されている投票人の数の報告について準用する。この場合において、同令第十九条第一項中「法第十九条第三項」とあるのは

「日本国憲法の改正手続に関する法律（平成十九年法律第五十一号。以下「憲法改正手続法」という。）第三十三条第二項」と、「選挙人

名簿記載書類」とあるのは「在外投票人名簿記載書類」と、「第三項並びに第百三十一条第二項」とあるのは「第三項」と、「住所」とあ

るのは「 終住所（憲法改正手続法第三十四条第一項に規定する 終住所をいう。次項において同じ。）又は申請の時（同条第一項に規

定する申請の時をいう。次項において同じ。）における本籍」と、同条第二項中「住所」とあるのは「 終住所又は申請の時における本

籍」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外投票人名簿記載書類」と、同条第三項中「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外投

票人名簿記載書類」と、同条第五項中「法第十九条第三項」とあるのは「憲法改正手続法第三十三条第二項」と、「選挙人名簿記載書類」

とあるのは「在外投票人名簿記載書類」と、同令第二十条中「法第二十八条の二第一項（同条第九項において読み替えて適用される場合

を含む。）又は第二十八条の三第一項」とあるのは「憲法改正手続法第四十二条の二において準用する憲法改正手続法第二十九条の二第

一項」と、同令第二十一条第一項中「法第三十条第一項」とあるのは「憲法改正手続法第四十四条において準用する法第三十条第一項」

と、同令第二十二条第一項中「法第二十二条第一項又は第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日」とあるのは「国民投票の期

日前十五日に当たる日」と、同条第二項中「法第三十条第一項」とあるのは「憲法改正手続法第四十四条において準用する法第三十条第

一項」と読み替えるものとする。

２　市町村の選挙管理委員会は、在外投票人名簿の再調製に関し必要がある場合には、領事官に対して在外投票人名簿に登録されている投

票人の確認のための資料の提出を求めることができる。

（申請等に関する書類の保存）

第三十三条　市町村の選挙管理委員会は、法第三十六条第一項の規定による申請、第十六条第一項の規定による届出、第二十一条第二項の

規定による届出又は第二十二条第一項の規定による申請に関し、当該市町村の選挙管理委員会に提出された書類（在外投票人証を除く。）

を、法第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から五年を経過した日のうちいずれか遅い日ま

で、保存しなければならない。

２　領事官は、第二十四条第一項に規定する在外投票人証等受渡簿を、前項に規定する期間、保存しなければならない。

第三章　投票

第一節　投票所における投票

（投票管理者の職務代理者又は職務管掌者の選任）

第三十四条　市町村の選挙管理委員会は、投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者を、

国民投票の投票権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。

２　市町村の選挙管理委員会の委員長は、投票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合に

おいては、直ちに当該市町村の選挙管理委員又は選挙管理委員会の書記の中から、臨時に投票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなけ

ればならない。

（投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示）

第三十五条　市町村の選挙管理委員会は、法第四十八条第二項又は前条第一項の規定により投票管理者又はその職務を代理すべき者を選任

した場合においては、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

（指定投票区の指定等）

第三十六条　市町村の選挙管理委員会は、法第四十八条第五項の規定により投票区を指定する場合には、当該指定する投票区（以下「指定

投票区」という。）の属する開票区に属する投票区であって、同項の規定により当該投票区に属する投票人がした法第六十一条の規定に

よる投票に関する事務のうち次条第二項に規定するものを当該指定投票区の投票管理者が行うもの（以下「指定関係投票区」という。）

を併せて定めなければならない。

２　前項の規定により指定投票区を指定し、及び指定関係投票区を定めたときは、市町村の選挙管理委員会は、直ちにこれを告示するとと

もに、都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。指定投票区の指定を取り消し又は指定関係投票区を変更したときも、同様

とする。

（指定投票区の投票管理者等の事務の方法等）

第三十七条　指定関係投票区の投票管理者は、当該指定関係投票区に属する投票人が第九十二条第二項の規定により投票をした場合その他

必要があると認める場合には、直ちにその旨を当該指定関係投票区に係る指定投票区の投票管理者に通知しなければならない。

２　法第四十八条第五項に規定する投票に関する事務のうち政令で定めるものは、指定関係投票区に属する投票人がした法第六十一条の規

定による投票であって、第八十八条の規定により指定投票区の投票管理者に送致されたものに係る第九十条第一項、第九十一条及び第九

十三条に規定する投票管理者の事務とする。
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３　指定関係投票区の投票管理者は、当該指定関係投票区に属する投票人がした法第六十一条の規定による投票に係る第九十条第一項、第

九十一条及び第九十三条に規定する投票管理者の事務を行わないものとする。

（指定投票区の投票所を閉じる時刻の特例）

第三十八条　市町村の選挙管理委員会は、指定投票区の投票所を閉じる時刻を、当該指定投票区に係る指定関係投票区（法第七十条の規定

によって投票の期日が定められたものを除く。）の投票所を閉じる時刻より繰り上げることができない。

（指定投票区の投票の期日の特例）

第三十九条　指定投票区については、都道府県の選挙管理委員会は、法第七十条の規定によって投票の期日を定めることができない。

（指定投票区等について繰延投票が行われた場合の取扱い）

第四十条　指定投票区について法第七十一条第一項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとされた場合には、当該指定投票区

及び当該指定投票区に係る指定関係投票区は、指定投票区及び指定関係投票区でないものとみなす。この場合において必要な事項は、総

務省令で定める。

２　指定関係投票区について法第七十一条第一項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとされた場合には、当該指定関係投票

区は、指定関係投票区でないものとみなす。この場合において必要な事項は、総務省令で定める。

（投票立会人の氏名等の通知）

第四十一条　市町村の選挙管理委員会は、投票立会人を選任した場合においては、直ちにその者の住所、氏名及びその者の属する政党その

他の政治団体の名称をその投票立会人の立ち会う投票所の投票管理者に通知しなければならない。

（投票人名簿の送付等）

第四十二条　市町村の選挙管理委員会は、各投票区の投票管理者に対して、その投票区の投票所を開く時刻までに、次の各号に掲げる場合

の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。

一　次号及び第三号に掲げる場合以外の場合　その投票区の区域に係る投票人名簿又はその抄本を送付すること。

二　その投票区の区域に係る投票人名簿が法第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合（当該投票管理者

が、第四十七条第一項第二号ロに掲げる方法により投票人が当該投票人名簿に登録されている者であることの確認を行うこととしてい

る場合を除く。）　次に掲げるいずれかの措置

イ　当該投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項を当該市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を

通じて当該投票管理者の使用に係る電子計算機に送信する方法により送付すること。

ロ　当該投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項を記録した電磁的記録媒体（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっ

ては認識することができない方法で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以

下同じ。）を送付すること。

ハ　当該投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項を記載した書類を送付すること。

三　その投票区の区域に係る投票人名簿が法第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合（当該投票管理者

が、第四十七条第一項第二号ロに掲げる方法により投票人が当該投票人名簿に登録されている者であることの確認を行うこととしてい

る場合に限る。）　当該投票管理者が、当該市町村の選挙管理委員会及び当該投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線

で接続した電子情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該投票人名簿に記録されている全部又は一部の事

項を確認することができる状態に置くこと並びに前号イからハまでに掲げるいずれかの措置

２　市町村の選挙管理委員会は、指定投票区を指定し、及び指定関係投票区を定めている場合には、指定投票区の投票管理者に対して、そ

の指定投票区の投票所を開く時刻までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。

一　次号及び第三号に掲げる場合以外の場合　その指定投票区に係る指定関係投票区の区域に係る投票人名簿又はその抄本を送付するこ

と。

二　その指定投票区に係る指定関係投票区の区域に係る投票人名簿が法第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されてい

る場合（当該投票管理者が、当該市町村の選挙管理委員会及び当該投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続し

た電子情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項の確認

を行った後、第九十一条第一項又は第二項の規定による決定を行うこととしている場合を除く。）　次に掲げるいずれかの措置

イ　当該投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項を当該市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を

通じて当該投票管理者の使用に係る電子計算機に送信する方法により送付すること。

ロ　当該投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項を記録した電磁的記録媒体を送付すること。

ハ　当該投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項を記載した書類を送付すること。

三　その指定投票区に係る指定関係投票区の区域に係る投票人名簿が法第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されてい

る場合（当該投票管理者が、当該市町村の選挙管理委員会及び当該投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続し

た電子情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項の確認

を行った後、第九十一条第一項又は第二項の規定による決定を行うこととしている場合に限る。）　当該投票管理者が、当該市町村の選

挙管理委員会及び当該投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、当該市町村

の選挙管理委員会が管理する当該投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項を確認することができる状態に置くこと並びに前号

イからハまでに掲げるいずれかの措置

（投票所入場券及び到着番号札の交付）

第四十三条　市町村の選挙管理委員会は、特別の事情がない限り、国民投票の期日前十五日に当たる日までに投票人に投票所入場券を交付

するように努めなければならない。

２　投票管理者は、投票所における事務の処理のために必要があると認める場合においては、投票所の入口において投票人に到着番号札を

交付することができる。

（投票記載の場所の設備）

第四十四条　市町村の選挙管理委員会は、投票所において投票人が投票の記載をする場所について、他人がその投票人の投票の記載を見る

こと又は投票用紙の交換その他の不正の手段が用いられることがないようにするために、相当の設備をしなければならない。

（投票箱の構造）

第四十五条　投票箱は、できるだけ堅固な構造とし、かつ、その上部のふたに各々異なった二以上の錠を設けなければならない。

（投票箱に何も入っていないことの確認）

第四十六条　投票管理者は、投票人が投票をする前に、投票所内にいる投票人の面前で投票箱を開き、その中に何も入っていないことを示

さなければならない。
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（投票用紙の交付）

第四十七条　投票管理者は、投票立会人の面前において、投票人が投票人名簿に登録されている者であることを、次の各号に掲げる場合の

区分に応じ、当該各号に定める方法により確認した後に、当該投票人に投票用紙を交付しなければならない。

一　次号に掲げる場合以外の場合　投票人名簿又はその抄本と対照する方法

二　投票人名簿が法第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合　次に掲げるいずれかの方法

イ　市町村の選挙管理委員会から送付された当該投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類と

対照する方法

ロ　当該投票管理者及び市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用し

て、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項と対照する方法

２　投票管理者は、第十条に規定する投票人名簿登録証明書（第八十四条第一項において「投票人名簿登録証明書」という。）（その登録さ

れている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会から選挙人名簿登録証明書の交付を受けている船員については、当該選挙人名簿登

録証明書。以下この項及び第三章第四節において「投票人名簿登録証明書等」という。）の交付を受けた船員に投票用紙を交付すべき場

合には、当該投票人名簿登録証明書等を提示させ、これに国民投票の投票用紙を交付した旨（二以上の憲法改正案がある場合にあって

は、憲法改正案の種類及び当該憲法改正案に係る国民投票の投票用紙を交付した旨。次項において同じ。）を記入しなければならない。

３　投票管理者は、第八十四条第一項に規定する南極投票人証（その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長

から南極選挙人証の交付を受けている投票人については、当該南極選挙人証。以下この項及び第三章第四節において「南極投票人証等」

という。）の交付を受けた投票人に投票用紙を交付すべき場合には、当該南極投票人証等を提示させ、これに国民投票の投票用紙を交付

した旨を記入しなければならない。

（投票用紙の引換え）

第四十八条　投票人は、誤って投票用紙を汚損した場合においては、投票管理者に対して、その引換えを請求することができる。

（投票用紙の投入）

第四十九条　法第五十九条第一項に規定する代理投票の場合を除くほか、投票用紙は、投票管理者及び投票立会人の面前において、投票人

が自ら投票箱に入れなければならない。

（点字投票）

第五十条　法第五十八条第二項の規定によって目が見えない者が投票に関する記載に使用することができる点字は、別表で定める。

２　目が見えない投票人は、点字によって投票をしようとする場合においては、投票管理者に対して、その旨を申し立てなければならな

い。この場合においては、投票管理者は、点字投票の投票用紙を交付しなければならない。

（投票人の宣言）

第五十一条　投票管理者は、法第六十三条第一項の規定によって、投票人に本人である旨の宣言をさせる必要がある場合においては、投票

立会人の面前においてその宣言をさせ、投票所の事務に従事する者にこれを筆記させ、投票人に読み聞かせた上、投票人にこれに署名さ

せなければならない。この場合において、投票人が心身の故障その他の事由により自ら宣言し、又は署名することができないときは、投

票管理者は、宣言書を作成させ、これを本人に読み聞かせた上、その旨を宣言書に記載させなければならない。

２　前項の規定による宣言書は、投票録に添付しなければならない。

（代理投票の仮投票）

第五十二条　投票管理者は、法第五十九条第一項の規定によって心身の故障その他の事由を理由として代理投票を申請した投票人がある場

合において、その事由がないと認めるときは、投票立会人の意見を聴き、その拒否を決定することができる。

２　前項の決定を受けた投票人がその決定に不服である場合においては、投票管理者は、仮に投票をさせなければならない。

３　投票管理者は、第一項に規定する投票人が代理投票をすることについて投票立会人に異議がある場合においては、その投票人に仮に投

票をさせなければならない。

４　前二項の場合においては、投票管理者は、法第五十九条第二項の規定により、投票用紙に賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号

を記載した者に、その投票人及び投票立会人の面前においてその投票用紙を封筒に入れて封をさせ、かつ、封筒の表面に投票人及びその

者の氏名を記載させて投票箱に入れさせなければならない。

（投票用紙の返付）

第五十三条　投票をする前に自ら投票所外に退出し、又は法第七十四条の規定によって退出を命ぜられた投票人は、投票用紙を投票管理者

に返さなければならない。

（投票箱を閉鎖する場合の措置）

第五十四条　法第六十七条第一項の規定により投票箱を閉鎖すべき場合には、投票管理者は、投票箱の蓋を閉じ、施錠した上、一の鍵は投

票箱を送致すべき投票立会人（投票管理者が同時に開票管理者である場合には、投票管理者の指定した投票立会人）が保管し、他の鍵は

投票管理者が保管しなければならない。

（投票箱の持出しの禁止）

第五十五条　投票箱は、ふたを閉じた後は、開票管理者に送致する場合のほか、投票所の外に持ち出してはならない。

（磁気ディスクをもって調製されている投票人名簿又は在外投票人名簿に記録されている事項の送致方法等）

第五十六条　投票管理者は、法第六十九条又は第七十条の規定により投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は在外投票人

名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を送致する場合には、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。

一　当該投票管理者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて開票管理者の使用に係る電子計算機に当該事項を送信する方法

二　当該投票管理者から当該事項を記録した電磁的記録媒体を開票管理者に送付する方法

２　市町村の選挙管理委員会は、投票管理者が、第四十七条第一項第二号ロに掲げる方法により投票人が投票人名簿に登録されている者で

あることの確認を行った場合には、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項を開票

管理者が確認することができるようにするための措置を講じなければならない。

３　市町村の選挙管理委員会は、投票管理者が、第百三条第一項の規定により読み替えて適用される第四十七条第一項第二号ロに掲げる方

法により投票人が在外投票人名簿に登録されている者であることの確認を行った場合には、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該

在外投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項を開票管理者が確認することができるようにするための措置を講じなければならな

い。

４　法第六十九条ただし書に規定する投票人名簿が法第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合で政令で定め

るときは、投票管理者が、投票人が投票人名簿に登録されている者であることの確認の全てを第四十七条第一項第二号ロに掲げる方法に

より行った場合であって、市町村の選挙管理委員会が第二項に規定する措置を講じたときとする。

５　法第六十九条ただし書に規定する在外投票人名簿が法第三十三条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合で政令

で定めるときは、投票管理者が、投票人が在外投票人名簿に登録されている者であることの確認の全てを第百三条第一項の規定により読
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み替えて適用される第四十七条第一項第二号ロに掲げる方法により行った場合であって、市町村の選挙管理委員会が第三項に規定する措

置を講じたときとする。

６　前二項の場合（市町村の選挙管理委員会が投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は在外投票人名簿に記録されている

全部若しくは一部の事項を当該市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該投票管理者の使用に係る

電子計算機に送信する方法により送付した場合を除く。）においては、当該投票管理者は、国民投票の当日、投票人名簿に記録されてい

る全部若しくは一部の事項を記録した電磁的記録媒体若しくは当該事項を記載した書類又は在外投票人名簿に記録されている全部若しく

は一部の事項を記録した電磁的記録媒体若しくは当該事項を記載した書類を当該市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。

７　第四項又は第五項の場合（市町村の選挙管理委員会が投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は在外投票人名簿に記録

されている全部若しくは一部の事項を当該市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該投票管理者の

使用に係る電子計算機に送信する方法により送付した場合に限る。）においては、当該投票管理者は、国民投票の当日、当該投票人名簿

に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該在外投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を当該投票管理者の使用に

係る電子計算機から消去しなければならない。

（投票に関する書類の保存）

第五十七条　投票に関する書類は、法第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から五年を経過し

た日のうちいずれか遅い日まで、市町村の選挙管理委員会において保存しなければならない。

（繰上投票の期日の告示及び通知）

第五十八条　都道府県の選挙管理委員会は、法第七十条の規定により投票の期日を定めた場合には、直ちにその旨を告示し、かつ、関係の

ある数市町村合同開票区（法第七条において準用する公職選挙法第十八条第二項の規定により数市町村の区域の全部又は一部を合わせて

設けられる開票区をいう。以下同じ。）の開票管理者及び市町村の選挙管理委員会（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百

五十二条の十九第一項の指定都市（以下「指定都市」という。）においては、市の選挙管理委員会を経て区（総合区を含む。第百四十一

条及び第百四十二条を除き、以下同じ。）の選挙管理委員会）に、その旨を通知しなければならない。

２　市町村の選挙管理委員会（指定都市においては、区の選挙管理委員会）は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受

けた場合には、直ちにその旨を関係のある投票管理者（指定投票区を指定している場合には、指定投票区の投票管理者を含む。次条第二

項において同じ。）及び開票管理者（数市町村合同開票区又は数区合同開票区（法第七条において準用する公職選挙法第十八条第二項の

規定により指定都市の数区の区域の全部又は一部を合わせて設けられる開票区をいう。以下同じ。）の開票管理者を除く。）に通知しなけ

ればならない。

３　指定都市の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会から第一項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある

数区合同開票区の開票管理者に通知しなければならない。

（繰延投票に関する通知）

第五十九条　都道府県の選挙管理委員会は、法第七十一条第一項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした場合及び当該投

票の期日を定めた場合には、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び国民投票分会長並びに中央選挙管理会及び市町村の選挙管

理委員会（指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会）に、直ちに、同項の規定により更に期日を定めて投票

を行わせることとした旨及び当該投票の期日を、それぞれ通知しなければならない。

２　市町村の選挙管理委員会（指定都市においては、区の選挙管理委員会）は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受

けた場合には、直ちにその旨を関係のある投票管理者及び開票管理者（数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者を除く。）

に通知しなければならない。

３　指定都市の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会から第一項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある

数区合同開票区の開票管理者に通知しなければならない。

４　中央選挙管理会は、都道府県の選挙管理委員会から第一項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨を国民投票長に通知しなけ

ればならない。

第二節　共通投票所

（共通投票所を設ける場合における関係規定の適用の特例）

第五十九条の二　法第五十二条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、こ

れらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第四十一条 投票所 投票所又は共通投票所

第四十二条第一項 各投票区 各投票区及び共通投票所

投票所 投票所又は共通投票所

第四十二条第一項各号 区域 区域又は共通投票所

第四十三条第二項 投票所 投票所又は共通投票所

第四十四条 投票所 投票所及び共通投票所

第四十六条 投票所内 投票所内又は共通投票所内

第五十一条第一項 投票所 投票所又は共通投票所

第五十二条第四項 第五十九条第二項 第五十二条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第五十九条第二項

第五十三条 投票所外 投票所外若しくは共通投票所外

第七十四条 第七十四条（法第五十二条の二第六項において準用する場合を含む。）

第五十四条 第六十七条第一項 第五十二条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第六十七条第一項

第五十五条 投票所 投票所又は共通投票所

（共通投票所を開かず、又は閉じる場合の通知）

第五十九条の三　市町村の選挙管理委員会は、法第五十二条の二第三項の規定により共通投票所を開かず、又は閉じる場合には、直ちにそ

の旨を当該共通投票所の投票管理者及び関係のある開票管理者に通知しなければならない。

（市町村の区域が数開票区に分かれている場合における投票箱等の送致を受けるべき開票管理者）

第五十九条の四　市町村の区域（指定都市においては、区の区域）が分割開票区（法第七条において準用する公職選挙法第十八条第二項の

規定により市町村の区域（指定都市においては、区の区域）を分けて設けられる開票区をいう。以下同じ。）により数開票区に分かれて

いる場合には、当該市町村の選挙管理委員会（指定都市においては、当該区の選挙管理委員会）が設けた共通投票所の投票管理者から法

第六十九条の規定により投票箱等（投票箱、投票録、投票人名簿又はその抄本（当該投票人名簿が法第二十条第二項の規定により磁気デ

ィスクをもって調製されている場合には、当該投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。以下
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同じ。）及び在外投票人名簿又はその抄本（当該在外投票人名簿が法第三十三条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されてい

る場合には、当該在外投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。第百一条第二項及び第百十九

条第一項において同じ。）をいう。次項から第四項までにおいて同じ。）の送致を受けるべき開票管理者は、当該市町村の選挙管理委員会

（指定都市においては、当該区の選挙管理委員会）が指定した開票区の開票管理者とする。

２　指定都市以外の市町村の区域が次に掲げる開票区のいずれかにより数開票区に分かれている場合には、当該市町村の選挙管理委員会が

設けた共通投票所の投票管理者から法第六十九条の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、関係市町村の選挙管理委員会

が協議して定めた開票区の開票管理者とする。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会が指定した開票区の開票管理者

とする。

一　分割開票区及び数市町村合同開票区

二　数市町村合同開票区

３　指定都市の区の区域が次に掲げる開票区のいずれかにより数開票区に分かれている場合には、当該区の選挙管理委員会が設けた共通投

票所の投票管理者から法第六十九条の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定

めた開票区の開票管理者とする。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会が指定した開票区の開票管理者とする。

一　分割開票区及び数市町村合同開票区

二　分割開票区、数市町村合同開票区及び数区合同開票区

三　数市町村合同開票区

四　数市町村合同開票区及び数区合同開票区

４　指定都市の区の区域が次に掲げる開票区のいずれかにより数開票区に分かれている場合には、当該区の選挙管理委員会が設けた共通投

票所の投票管理者から法第六十九条の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、当該指定都市の選挙管理委員会が指定した

開票区の開票管理者とする。

一　分割開票区及び数区合同開票区

二　数区合同開票区

５　市町村の選挙管理委員会（指定都市においては、区の選挙管理委員会）は、第一項の規定により開票区を指定した場合には、直ちにそ

の旨を告示するとともに、当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。

６　指定都市以外の市町村の選挙管理委員会（第二項の規定による協議に係る共通投票所を設けたものに限る。）は、同項の規定により開

票区を定めた場合には、直ちにその旨を告示するとともに、当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。

７　指定都市の選挙管理委員会（第三項の規定による協議に係る共通投票所を設けた区の選挙管理委員会の置かれた区の属する指定都市の

選挙管理委員会に限る。）は、同項の規定により開票区を定めた場合には、直ちにその旨を告示するとともに、当該区の選挙管理委員会

を経て当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。

８　都道府県の選挙管理委員会は、第二項又は第三項の規定により開票区を指定した場合には、直ちにその旨を告示するとともに、市町村

の選挙管理委員会（指定都市においては、当該指定都市の選挙管理委員会及び区の選挙管理委員会）を経て当該開票区の開票管理者に通

知しなければならない。

９　指定都市の選挙管理委員会は、第四項の規定により開票区を指定した場合には、直ちにその旨を告示するとともに、区の選挙管理委員

会を経て当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。

第三節　期日前投票

（期日前投票における関係規定の適用の特例）

第六十条　法第六十条第一項の規定により期日前投票所において投票を行わせる場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用について

は、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第三十五条 氏名 氏名並びにその者が職務を行うべき日

第四十一条 名称 名称並びにその者の投票に立ち会うべき日

投票所 期日前投票所

第四十二条第一項 各投票区 期日前投票所

投票区の投票所 期日前投票所を設ける期間の初日において当該期日前投票所

第四十二条第一項各号 投票区の区域 期日前投票所

第四十三条第二項、第四

十四条、第四十六条及び

第五十一条第一項

投票所 期日前投票所

第五十二条第四項 第五十九条第二項 第六十条第五項の規定により読み替えて適用される法第五十九条第二項

第五十三条 投票所 期日前投票所

第七十四条 第六十条第六項において準用する法第七十四条

第五十四条 第六十七条第一項 第六十条第五項の規定により読み替えて適用される法第六十七条第一項

投票箱を送致すべき投票立会人（投

票管理者が同時に開票管理者である

場合には、投票管理者の指定した投

票立会人）が保管し

投票管理者の指定した投票立会人が封印をし

保管しなければ 封印をしなければ

第五十五条 開票管理者 市町村の選挙管理委員会

投票所 期日前投票所

ならない ならない。ただし、投票管理者が投票箱の保管のため必要があると認めるとき

は、この限りでない

第五十六条第一項 は、法第六十九条又は第七十条 及び市町村の選挙管理委員会は、法第六十条第五項の規定により読み替えて適

用される法第六十九条

第五十六条第六項及び第

七項

国民投票の当日 期日前投票所において、当該期日前投票所を設ける期間の末日に
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（期日前投票の事由に該当する旨の宣誓書）

第六十一条　投票人は、法第六十条第一項の規定による投票をしようとする場合においては、同項各号に掲げる事由のうち国民投票の当日

自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を提出しなければならない。

（期日前投票所を開かず、又は閉じる場合等の通知）

第六十一条の二　市町村の選挙管理委員会は、法第六十条第三項の規定により期日前投票所を開かず、又は閉じる場合には、直ちにその旨

を当該期日前投票所の投票管理者及び関係のある開票管理者に通知しなければならない。市町村の選挙管理委員会が当該期日前投票所を

開く場合も、同様とする。

（期日前投票における投票録）

第六十二条　期日前投票所の投票管理者は、当該期日前投票所を設ける期間の各日において、投票録を作り、当該日における投票に関する

次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。

（期日前投票における投票箱の鍵の送致）

第六十三条　法第六十条第五項の規定により読み替えて適用される法第六十九条の規定により投票箱等（同条に規定する投票箱等をいう。

次条第一項から第四項までにおいて同じ。）を送致する場合には、併せて第六十条の規定により読み替えて適用される第五十四条の規定

により封印をした鍵を送致しなければならない。

（市町村の区域が数開票区に分かれている場合における投票箱等の送致を受けるべき開票管理者）

第六十三条の二　市町村の区域（指定都市においては、区の区域）が分割開票区により数開票区に分かれている場合には、当該市町村の選

挙管理委員会（指定都市においては、当該区の選挙管理委員会）から法第六十条第五項の規定により読み替えて適用される法第六十九条

の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、当該市町村の選挙管理委員会（指定都市においては、当該区の選挙管理委員

会）が指定した開票区の開票管理者とする。

２　指定都市以外の市町村の区域が次に掲げる開票区のいずれかにより数開票区に分かれている場合には、当該市町村の選挙管理委員会か

ら法第六十条第五項の規定により読み替えて適用される法第六十九条の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、関係市町

村の選挙管理委員会が協議して定めた開票区の開票管理者とする。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会が指定した

開票区の開票管理者とする。

一　分割開票区及び数市町村合同開票区

二　数市町村合同開票区

３　指定都市の区の区域が次に掲げる開票区のいずれかにより数開票区に分かれている場合には、当該区の選挙管理委員会から法第六十条

第五項の規定により読み替えて適用される法第六十九条の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、関係市町村の選挙管理

委員会が協議して定めた開票区の開票管理者とする。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会が指定した開票区の開票

管理者とする。

一　分割開票区及び数市町村合同開票区

二　分割開票区、数市町村合同開票区及び数区合同開票区

三　数市町村合同開票区

四　数市町村合同開票区及び数区合同開票区

４　指定都市の区の区域が次に掲げる開票区のいずれかにより数開票区に分かれている場合には、当該区の選挙管理委員会から法第六十条

第五項の規定により読み替えて適用される法第六十九条の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、当該指定都市の選挙管

理委員会が指定した開票区の開票管理者とする。

一　分割開票区及び数区合同開票区

二　数区合同開票区

５　市町村の選挙管理委員会（指定都市においては、区の選挙管理委員会）は、第一項の規定により開票区を指定した場合には、直ちにそ

の旨を告示するとともに、当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。

６　指定都市以外の市町村の選挙管理委員会（第二項の規定による協議に係る期日前投票所を設けたものに限る。）は、同項の規定により

開票区を定めた場合には、直ちにその旨を告示するとともに、当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。

７　指定都市の選挙管理委員会（第三項の規定による協議に係る期日前投票所を設けた区の選挙管理委員会の置かれた区の属する指定都市

の選挙管理委員会に限る。）は、同項の規定により開票区を定めた場合には、直ちにその旨を告示するとともに、当該区の選挙管理委員

会を経て当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。

８　都道府県の選挙管理委員会は、第二項又は第三項の規定により開票区を指定した場合には、直ちにその旨を告示するとともに、市町村

の選挙管理委員会（指定都市においては、当該指定都市の選挙管理委員会及び区の選挙管理委員会）を経て当該開票区の開票管理者に通

知しなければならない。

９　指定都市の選挙管理委員会は、第四項の規定により開票区を指定した場合には、直ちにその旨を告示するとともに、区の選挙管理委員

会を経て当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。

第四節　不在者投票

（投票用紙及び投票用封筒の請求）

第六十四条　国民投票の当日法第六十条第一項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる投票人で、その登録されている投票人名簿の属す

る市町村以外の市町村において投票をしようとするもの又は船舶、病院、老人ホーム（老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）第

五条の三に規定する老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに同法第二十九条第一項に規定す

る有料老人ホーム（第四項において「有料老人ホーム」という。）をいう。第四項及び第六十九条において同じ。）、原子爆弾被爆者養護

ホーム（原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成六年法律第百十七号）第三十九条の規定により同法第一条に規定する被爆者を

入所させる施設をいう。第四項及び第六十九条において同じ。）、国立保養所（厚生労働省組織令（平成十二年政令第二百五十二号）第百

四十九条に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの内部組織のうち、身体障害者（身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二

百八十三号）第四条に規定する身体障害者をいう。以下この項において同じ。）であって重度の身体障害を有するもののリハビリテーシ

ョンに関し、治療、訓練及び支援を行うこと並びに戦傷病者の保養を行うことをつかさどるものとして総務省令で定めるものをいう。第

四項及び第六十九条において同じ。）、身体障害者支援施設（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年

法律第百二十三号）第五条第十一項に規定する障害者支援施設及び同条第二十八項に規定する福祉ホームのうち、専ら身体障害者を入所

させる施設をいう。第四項及び第六十九条において同じ。）、保護施設（生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）第三十八条第一項

に規定する救護施設及び更生施設をいう。第四項及び第六十九条において同じ。）、刑事施設、労役場、監置場、留置施設、少年院若しく

は少年鑑別所（以下この節において「不在者投票施設」という。）において投票をしようとするものは、国民投票の期日の前日までに、
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その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、直接に、又は郵便等をもって、その投票をしようと

する場所を申し立てて、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。

２　国民投票の当日法第六十条第一項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる投票人で現に国民投票の投票権を有しないものは、前項の

規定による請求をする場合を除くほか、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までに、その登録されている投票

人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、直接に、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。

３　点字によって投票をしようとする投票人は、前二項の規定による請求をする際に、前二項の選挙管理委員会の委員長に対し、その旨を

申し立てなければならない。

４　第六十九条第四項に規定する不在者投票の不在者投票管理者である船長、病院の院長、老人ホームの長（有料老人ホームにあっては、

その施設の管理者。同条において同じ。）、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の

長、刑事施設の長、留置施設の留置業務管理者（刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律（平成十七年法律第五十号）第十六条

第一項に規定する留置業務管理者をいう。第六十九条第四項第三号及び第九項において同じ。）、少年院の長又は少年鑑別所の長（これら

の者が同条第八項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合には、同条第九項の規定により同条第四項に規定する不在

者投票の不在者投票管理者となる者。以下この条において「不在者投票施設の長」という。）は、当該不在者投票施設の長が管理する不

在者投票施設にあるべき投票人の依頼があった場合には、自ら又はその代理人によって、当該投票人に代わって、第一項の選挙管理委員

会の委員長に対し、文書で同項の規定による請求及び申立て並びに前項の規定による申立てをすることができる。

５　船員（投票人名簿登録証明書等の交付を受けている者に限る。第八十二条の二各号を除き、以下同じ。）が第一項若しくは第二項の規

定による請求をする場合又は船員に代わって不在者投票施設の長若しくはその代理人が前項の規定による請求をする場合には、第一項又

は第二項の選挙管理委員会の委員長に当該船員の投票人名簿登録証明書等を提示しなければならない。

６　南極投票人証等の交付を受けた投票人が第一項若しくは第二項の規定による請求をする場合又は当該投票人に代わって不在者投票施設

の長若しくはその代理人が第四項の規定による請求をする場合には、第一項又は第二項の選挙管理委員会の委員長に当該投票人の南極投

票人証等を提示しなければならない。

（船員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求の特例）

第六十五条　船員は、国民投票の当日法第六十条第一項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる場合には、前条第一項、第二項又は第四

項の規定による請求をする場合を除くほか、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までに、その登録されている

投票人名簿の属する市町村以外の市町村で総務省令で指定するものの選挙管理委員会の委員長に対して、投票人名簿登録証明書等及び船

員手帳（当該船員が実習生である場合には、法第六十一条第七項に規定する船員手帳に準ずる文書）を提示して、投票用紙及び投票用封

筒の交付を請求することができる。

２　前条第三項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第三項中「投票人は、前二項」とあるのは

「船員は、次条第一項」と、「に、前二項」とあるのは「に、同項」と、同条第四項中「投票人の」とあるのは「船員で、当該不在者投票

施設において投票をしようとするものの」と、「投票人に」とあるのは「船員に」と、「第一項の」とあるのは「次条第一項の」と、「同

項の規定による請求及び申立て並びに」とあるのは「、投票人名簿登録証明書等（船長又はその代理人以外の第六十九条第四項に規定す

る不在者投票の不在者投票管理者又はその代理人にあっては、投票人名簿登録証明書等及び船員手帳（当該船員が実習生である場合に

は、法第六十一条第七項に規定する船員手帳に準ずる文書））を提示して、次条第一項の規定による請求及び」と読み替えるものとする。

（不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書）

第六十六条　第六十四条第一項若しくは第二項又は前条第一項の規定による請求をする場合には、投票人は、法第六十条第一項各号に掲げ

る事由のうち国民投票の当日自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を併せ

て提出しなければならない。

（投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付）

第六十七条　市町村の選挙管理委員会の委員長は、第六十四条第一項、第二項又は第四項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請

求を受けた場合において、投票人名簿又はその抄本と対照して、その請求をした投票人が国民投票の当日法第六十条第一項各号に掲げる

事由のいずれかに該当すると見込まれると認めたときは、投票用封筒の表面に国民投票である旨（二以上の憲法改正案がある場合にあっ

ては、憲法改正案の種類。以下同じ。）を記入し、投票用紙及び投票用封筒の交付又は発送について、直ちに（第六十四条第一項又は第

四項の規定により国民投票の期日前十五日に当たる日以前に請求を受けたときは、当該国民投票の期日前十五日に当たる日の翌日（郵便

等をもって発送するときは、国民投票の期日前十五日に当たる日以前において市町村の選挙管理委員会の定める日）以後直ちに）次に掲

げる措置をとらなければならない。この場合において、その投票人が船員であるときは当該船員の投票人名簿登録証明書等に、その投票

人が南極投票人証等の交付を受けた者であるときは当該投票人の南極投票人証等に、国民投票の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を

交付した旨（二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類並びに当該憲法改正案に係る国民投票の不在者投票の投票用

紙及び投票用封筒を交付した旨。次条第一項及び第八十一条第六項において同じ。）を記入しなければならない。

一　第六十四条第一項の規定による請求を受けた場合には、投票人に直接に交付し、又は郵便等をもって発送する。

二　第六十四条第二項の規定による請求を受けた場合には、投票人に直接に交付する。

三　第六十四条第四項の規定による請求を受けた場合には、当該不在者投票の不在者投票管理者又はその代理人に交付し、又は郵便等を

もって発送する。

２　市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項第一号に掲げる措置をとる場合には、当該投票人について、氏名及び生年月日（当該投票人

が、不在者投票施設において投票をしようとするものであるときは、氏名、生年月日及び当該不在者投票施設の名称）を記載した不在者

投票証明書を作成し、これを封筒に入れて封をし、封筒の表面に不在者投票証明書が在中する旨を表示し、その裏面に記名して印を押

し、これを同項の投票用紙及び投票用封筒とともに、投票人に交付し、又は郵便等をもって発送しなければならない。

３　第一項の場合において、第六十四条第三項又は第四項の規定により点字によって投票をする旨の申立てをし、又は申立てをされた投票

人に交付し、又は発送すべき投票用紙は、点字投票の投票用紙でなければならない。

４　第一項第三号の規定により交付され、又は郵便等をもって発送された投票用紙及び投票用封筒を受け取った不在者投票管理者又はその

代理人は、直ちにこれを投票人に渡さなければならない。

（船員に対する不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付の特例）

第六十八条　市町村の選挙管理委員会の委員長は、第六十五条第一項又は同条第二項において準用する第六十四条第四項の規定によって投

票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その請求をした船員が国民投票の当日法第六十条第一項各号に掲げる事由の

いずれかに該当すると見込まれると認めたときは、投票用紙及び投票用封筒の交付又は発送について、直ちに次に掲げる措置をとらなけ

ればならない。この場合においては、投票用封筒にその市町村名、交付の年月日、国民投票である旨及び当該船員が登録されている投票

人名簿の属する市町村名を記入するとともに、当該船員の投票人名簿登録証明書等に国民投票の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を

交付した旨を記入しなければならない。
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一　第六十五条第一項の規定によって請求を受けた場合にあっては、船員に直接に交付する。

二　第六十五条第二項において準用する第六十四条第四項の規定によって請求を受けた場合にあっては、当該不在者投票の不在者投票管

理者又はその代理人に交付し、又は郵便等をもって発送する。

２　前項の場合において、第六十五条第二項において準用する第六十四条第三項又は第四項の規定によって点字によって投票をする旨の申

立てをし、又は申立てをされた船員に交付し、又は発送すべき投票用紙は、点字投票の投票用紙でなければならない。

３　第一項第二号の規定により投票用紙及び投票用封筒を受け取った不在者投票管理者又はその代理人は、直ちにこれを船員に渡さなけれ

ばならない。

（不在者投票管理者）

第六十九条　法第六十一条第一項に規定する不在者投票管理者は、投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人が現に所在し、又は居住

する地の市町村の選挙管理委員会の委員長（当該投票人が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長を除く。）

とする。

２　都道府県の選挙管理委員会が指定する病院に入院している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する老人ホームに入所している者、都

道府県の選挙管理委員会が指定する原子爆弾被爆者養護ホームに入所している者、国立保養所に入所している者、都道府県の選挙管理委

員会が指定する身体障害者支援施設に入所している者又は都道府県の選挙管理委員会が指定する保護施設に入所している者で、第六十四

条第一項の規定による請求をしたもの（第七十二条第一項において「病院等に入院している者で自ら投票用紙等の交付の請求をしたも

の」という。）の不在者投票については、前項の規定によるほか、当該病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、

国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長又は保護施設の長を法第六十一条第一項に規定する不在者投票管理者とする。

３　国民投票の当日法第六十条第一項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる投票人で現に国民投票の投票権を有しないものの不在者投

票については、前二項の規定によるほか、その投票人が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長を法第六十

一条第一項に規定する不在者投票管理者とする。

４　次の各号に掲げる者の不在者投票については、前三項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める者を法第六十一条第一項に規定

する不在者投票管理者とする。

一　総トン数二十トン以上の船舶（漁船にあっては、総トン数三十トン以上のものとする。）に乗船している船員で当該船舶内で不在者

投票をするもの　当該船舶の船長

二　都道府県の選挙管理委員会が指定する病院に入院している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する老人ホームに入所している者、

都道府県の選挙管理委員会が指定する原子爆弾被爆者養護ホームに入所している者、国立保養所に入所している者、都道府県の選挙管

理委員会が指定する身体障害者支援施設に入所している者又は都道府県の選挙管理委員会が指定する保護施設に入所している者（これ

らの者で、第六十四条第一項若しくは第二項又は第六十五条第一項の規定による請求をしたものを除く。）　当該病院の院長、老人ホー

ムの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長又は保護施設の長

三　刑事施設に収容されている者、労役場若しくは監置場に留置されている者又は留置施設に刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関す

る法律第十五条第一項の規定により留置されている者　当該刑事施設の長、当該労役場若しくは監置場が附置された刑事施設の長又は

当該留置施設の留置業務管理者

四　少年院に収容されている者又は少年鑑別所に収容されている者　当該少年院の長又は少年鑑別所の長

５　法第六十一条第四項に規定する不在者投票管理者は、同項に規定する特定国外派遣組織（以下この節において「特定国外派遣組織」と

いう。）の長とする。

６　法第六十一条第七項に規定する不在者投票管理者は、同項に規定する指定船舶又は同項に規定する指定船舶以外の船舶であって指定船

舶に準ずるものとして総務省令で定めるもの（以下この節において「指定船舶等」という。）の船長とする。

７　法第六十一条第九項各号に規定する不在者投票管理者は、同項に規定する南極地域調査組織（以下この節において「南極地域調査組

織」という。）の長とする。

８　第四項第一号の船舶の船長、第二項若しくは第四項第二号の病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、身体障害

者支援施設の長若しくは保護施設の長、特定国外派遣組織の長、指定船舶等の船長又は南極地域調査組織の長は、外国人である場合に

は、第二項及び第四項から前項までの規定にかかわらず、不在者投票管理者となることができない。

９　第二項及び第四項から第七項までに規定する不在者投票の不在者投票管理者となるべき者が前項の規定に該当する場合又は事故があ

り、若しくは欠けた場合には、船舶の船長の職務を代理すべき者、病院の院長の職務を代理すべき医師若しくは歯科医師又は老人ホーム

の長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の長、刑事施設の長、留置施設の留置業

務管理者、少年院の長、少年鑑別所の長、特定国外派遣組織の長、指定船舶等の船長若しくは南極地域調査組織の長の職務を代理すべき

者が第二項及び第四項から第七項までに規定する不在者投票の不在者投票管理者となるものとする。

（投票人が登録されている投票人名簿の属する市町村以外の市町村における不在者投票の方法）

第七十条　第六十七条第一項第一号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人（前条第四項第一号、第三号及び第四号に

掲げる者を除く。）は、その登録されている投票人名簿の属する市町村以外の市町村において投票をしようとする場合においては、国民

投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までに、不在者投票管理者であるその市町村の選挙管理委員会の委員長にその

投票用紙及び投票用封筒を提示し、かつ、不在者投票証明書の入っている封筒を提出し、投票用紙及び投票用封筒並びに封筒に入ってい

る不在者投票証明書の点検を受けた後、その管理する投票の記載をする場所において、投票用紙に自ら賛成の文字又は反対の文字を囲ん

で○の記号を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に署名して、直ちにこれをその不在者投票管理者に提出しな

ければならない。

２　第六十八条第一項第一号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた船員は、直ちに、不在者投票管理者であるその登録され

ている投票人名簿の属する市町村以外の市町村の選挙管理委員会の委員長の管理する投票の記載をする場所において、投票用紙に自ら賛

成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に署名して、これをその不在

者投票管理者に提出しなければならない。

３　前二項の場合においては、不在者投票管理者は、国民投票の投票権を有する者を立ち会わせなければならない。

４　第一項又は第二項の場合において、不在者投票管理者は、投票人が法第五十九条の規定により代理投票をすることができる者であると

きは、その申請に基づいて、前項の規定によって立ち会わせた者の意見を聴いて、当該不在者投票管理者の管理する投票の記載をする場

所において投票に係る事務に従事する者のうちから当該投票人の投票を補助すべき者二人を定め、その一人の立会いの下に他の一人をし

て投票の記載をする場所において投票用紙に当該投票人が指示する賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載させ、これを投票

用封筒に入れて封をし、その封筒の表面に当該投票人の氏名を記載させ、直ちにこれを提出させなければならない。
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５　第五十二条第一項から第三項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、不在者投票管理者は、投票用紙に賛成

の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載した者にその者の氏名を投票用封筒の表面に記載させて、これを提出させなければならな

い。

６　第四十四条の規定は、第一項又は第二項の規定による投票について準用する。

（投票人が登録されている投票人名簿の属する市町村における不在者投票の方法）

第七十一条　第六十七条第一項第二号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人は、直ちに不在者投票管理者であるその

登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長の管理する投票の記載をする場所において、前条第二項の規定に準

じて投票をしなければならない。

２　第六十七条第二項の規定によって不在者投票証明書の交付を受けた投票人で現に国民投票の投票権を有しないものは、国民投票の期日

の前日までに、不在者投票管理者であるその登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に不在者投票証明書を

提出して、その管理する投票の記載をする場所において、前条第二項の規定に準じて投票をすることができる。

３　第四十四条及び前条第三項から第五項までの規定は、前二項の規定による投票について準用する。

（船舶、病院、老人ホーム、刑事施設等における不在者投票の特例）

第七十二条　第六十七条第一項第一号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人のうち病院等に入院している者で自ら投

票用紙等の交付の請求をしたもの又は第六十九条第四項各号に掲げる者は、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前

日までに、その投票用紙及び投票用封筒をそれぞれ同条第二項又は第四項に規定する不在者投票の不在者投票管理者に提示し、その点検

を受け、その管理する投票の記載をする場所において、第七十条第二項の規定に準じて投票をしなければならない。

２　不在者投票管理者は、前項の場合において投票人が第六十四条第一項の規定によって投票用紙及び投票用封筒の交付を請求した者であ

るときは、その者が交付を受けた不在者投票証明書を封筒のまま提出させ、その封筒を開き、これを調べた後、投票をさせなければなら

ない。

３　第七十条第三項の規定は、前二項の規定による投票について準用する。

４　第四十四条並びに第七十条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による投票について準用する。

（身体障害者、戦傷病者又は要介護者であるもので政令で定めるもの）

第七十三条　法第六十一条第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

一　身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者については、同法第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、両下

肢、体幹、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、免疫若しくは肝臓の障害若しくは移動機能の障害（以下この条にお

いて「両下肢等の障害」という。）の程度が、両下肢若しくは体幹の障害若しくは移動機能の障害にあっては一級若しくは二級、心臓、

じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の障害にあっては一級若しくは三級、免疫若しくは肝臓の障害にあっては一級か

ら三級までである者として記載されている者又は両下肢等の障害の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき身体障害者福祉法

施行令（昭和二十五年政令第七十八号）第九条第一項に規定する身体障害者手帳交付台帳を備える都道府県知事若しくは指定都市若し

くは地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市（第七十五条第一項第一号において「中核市」という。）の長が書面により証

明した者

二　戦傷病者特別援護法（昭和三十八年法律第百六十八号）第二条第一項に規定する戦傷病者については、同法第四条の規定により交付

を受けた戦傷病者手帳に、両下肢等の障害の程度が、両下肢若しくは体幹の障害にあっては恩給法（大正十二年法律第四十八号）別表

第一号表ノ二の特別項症から第二項症まで、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸若しくは肝臓の障害にあっては同表

の特別項症から第三項症までである者として記載されている者又は両下肢等の障害の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき

戦傷病者特別援護法施行令（昭和三十八年政令第三百五十八号）第五条に規定する戦傷病者手帳交付台帳を備える都道府県知事が書面

により証明した者

三　介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第七条第三項に規定する要介護者については、同法第十二条第三項の被保険者証に要介護

状態区分が要介護五である者として記載されている者

（国民投票郵便等投票証明書）

第七十四条　法第六十一条第二項に規定する投票人（その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長から選挙郵

便等投票証明書の交付を受けている者を除く。）は、国民投票の期日前四日までに、その登録されている投票人名簿の属する市町村の選

挙管理委員会の委員長に対して、当該投票人が署名（点字によるものを除く。以下同じ。）をした文書をもって、同項に規定する投票人

に該当する旨の証明書（以下「国民投票郵便等投票証明書」という。）の交付を申請することができる。

２　法第六十一条第二項に規定する投票人は、前項の規定による申請を次条第二項の規定による申請と併せて行う場合には、前項の規定に

かかわらず、同項の文書に署名をすることを要しない。

３　第一項の文書には、次の各号に掲げる投票人の区分に応じ、当該各号に定める文書を添えなければならない。

一　身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者　同法第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳又は前条第一号に規

定する両下肢等の障害の程度を証明する書面

二　戦傷病者特別援護法第二条第一項に規定する戦傷病者　同法第四条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳又は前条第二号に規定す

る両下肢等の障害の程度を証明する書面

三　介護保険法第七条第三項に規定する要介護者　同法第十二条第三項の被保険者証

４　市町村の選挙管理委員会の委員長は、第一項の規定による申請があった場合において、当該申請をした者が法第六十一条第二項に規定

する投票人に該当すると認めたときは、当該申請をした者に対して、国民投票郵便等投票証明書を郵便等をもって交付しなければならな

い。

５　前各項に規定するもののほか、国民投票郵便等投票証明書の有効期間その他国民投票郵便等投票証明書に関し必要な事項は、総務省令

で定める。

（法第六十一条第三項に規定する投票人に該当する旨の記載の申請等）

第七十五条　法第六十一条第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

一　身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者であって、同法第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に上肢若し

くは視覚の障害の程度が一級である者として記載されている者又は上肢若しくは視覚の障害の程度がこれらの障害の程度に該当するこ

とにつき身体障害者福祉法施行令第九条第一項に規定する身体障害者手帳交付台帳を備える都道府県知事若しくは指定都市若しくは中

核市の長が書面により証明した者

二　戦傷病者特別援護法第二条第一項に規定する戦傷病者であって、同法第四条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳に上肢若しくは

視覚の障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二の特別項症から第二項症までである者として記載されている者又は上肢若しくは視覚の障
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害の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき戦傷病者特別援護法施行令第五条に規定する戦傷病者手帳交付台帳を備える都道

府県知事が書面により証明した者

２　法第六十一条第三項に規定する投票人は、国民投票の期日前四日までに、その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委

員会の委員長に対して、文書をもって、同項に規定する投票人に該当する旨を国民投票郵便等投票証明書に記載することを申請すること

ができる。

３　前項の文書には、国民投票郵便等投票証明書及び次の各号に掲げる投票人の区分に応じ当該各号に定める文書を添えなければならな

い。

一　身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者　同法第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳又は第一項第一号に

規定する上肢若しくは視覚の障害の程度を証明する書面

二　戦傷病者特別援護法第二条第一項に規定する戦傷病者　同法第四条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳又は第一項第二号に規定

する上肢若しくは視覚の障害の程度を証明する書面

４　市町村の選挙管理委員会の委員長は、第二項の規定による申請があった場合において、当該申請をした者が法第六十一条第三項に規定

する投票人に該当すると認めたときは、当該申請をした者の国民投票郵便等投票証明書に同項に規定する投票人に該当する旨の記載をし

なければならない。

５　市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定による記載をした場合においては、第二項の規定による申請をした者に対して、当該

国民投票郵便等投票証明書を郵便等をもって送付しなければならない。

（郵便等による不在者投票における代理記載人となるべき者の届出等）

第七十六条　前条第四項の規定により国民投票郵便等投票証明書に法第六十一条第三項に規定する投票人に該当する旨の記載を受けている

投票人は、同項の規定により投票に関する記載をする者（以下「代理記載人」という。）となるべき者一人を定め、その者の氏名、住所

及び生年月日を、文書で、前条第二項の選挙管理委員会の委員長に届け出なければならない。代理記載人となるべき者を変更したとき

も、同様とする。

２　前項の文書には、国民投票郵便等投票証明書並びに代理記載人となるべき者が署名をした当該代理記載人となるべき者の代理記載人と

なることについての同意書及び国民投票の投票権を有する者であることを当該代理記載人となるべき者が誓う旨の宣誓書を添えなければ

ならない。

３　市町村の選挙管理委員会の委員長は、第一項の規定による届出があったときは、当該届出をした者の国民投票郵便等投票証明書に代理

記載人となるべき者の氏名を記載し、かつ、当該届出をした者に対して、当該国民投票郵便等投票証明書を郵便等をもって送付しなけれ

ばならない。

４　前三項に規定するもののほか、代理記載人となるべき者に関し必要な事項は、総務省令で定める。

（郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付）

第七十七条　法第六十一条第二項に規定する投票人は、第六十四条第一項の規定による請求をし、又は同条第四項の規定により同条第一項

の請求がされた場合を除くほか、国民投票の期日前四日までに、その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員

長に対して、当該投票人が署名をした文書により、かつ、国民投票郵便等投票証明書又は選挙郵便等投票証明書を提示して、投票用紙及

び投票用封筒の交付を請求することができる。

２　第七十五条第四項の規定により国民投票郵便等投票証明書に法第六十一条第三項に規定する投票人に該当する旨の記載を受けている投

票人又は公職選挙法施行令第五十九条の三の二第四項の規定により選挙郵便等投票証明書に公職選挙法第四十九条第三項に規定する選挙

人に該当する旨の記載を受けている投票人（同令第五十九条の三の二第五項の規定による記載を受けているものを除く。）は、前項の規

定により投票用紙及び投票用封筒の交付を請求しようとする場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定により提示すべき国民投票

郵便等投票証明書又は選挙郵便等投票証明書に記載されている代理記載人となるべき者をして同項の文書に、当該投票人の署名に代え

て、当該投票人の氏名を記載させることができる。この場合において、当該代理記載人となるべき者は、当該文書に署名をしなければな

らない。

３　市町村の選挙管理委員会の委員長は、第一項の規定による投票用紙及び投票用封筒の請求を受けた場合において、投票人名簿又はその

抄本と対照して、その請求をした投票人が法第六十一条第二項又は第三項に規定する投票人に該当すると認めたときは、投票用封筒の表

面に国民投票である旨を記入し、直ちに（国民投票の期日前十五日に当たる日以前に請求を受けた場合には、当該国民投票の期日前十五

日に当たる日以前において市町村の選挙管理委員会の定める日以後直ちに）投票用紙及び投票用封筒を当該投票人に郵便等をもって発送

しなければならない。

（郵便等による不在者投票の方法）

第七十八条　前条第三項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人は、国民投票の期日前十四日に当たる日以後、その現

在する場所において、投票用紙に自ら賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用

封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所を記載し、並びに投票用封筒の表面に署名をし、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、

その表面に投票が在中する旨を明記して、当該投票人が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、当

該投票人が属する投票区の投票所（当該投票区が指定関係投票区である場合には、当該投票区に係る指定投票区の投票所）を閉じる時刻

までに第八十八条第二項の規定による投票の送致ができるように、郵便等をもって送付しなければならない。

（郵便等による不在者投票における代理記載の方法）

第七十九条　第七十七条第三項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人のうち第七十五条第四項の規定により国民投票

郵便等投票証明書に法第六十一条第三項に規定する投票人に該当する旨の記載を受けているもの又は公職選挙法施行令第五十九条の三の

二第四項の規定により選挙郵便等投票証明書に公職選挙法第四十九条第三項に規定する選挙人に該当する旨の記載を受けているもの（同

令第五十九条の三の二第五項の規定による記載を受けているものを除く。）は、前条の規定にかかわらず、第七十七条第一項の規定によ

り提示した国民投票郵便等投票証明書又は選挙郵便等投票証明書に記載されている代理記載人をして投票用紙に当該投票人が指示する賛

成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載させ、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び

場所並びに当該投票人の氏名を記載させ、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を記載させることが

できる。この場合において、当該代理記載人は、投票用封筒の表面に署名をしなければならない。

（特定国外派遣組織）

第八十条　法第六十一条第五項に規定する政令で定める組織は、次に掲げる組織のうち、当該組織に属する投票人の数、当該組織が国外に

おいて業務を行う期間（次項及び次条第一項において「国外派遣期間」という。）及び当該組織の活動内容に照らして当該組織において

法第六十一条第四項の規定による投票が適正に実施されると認められるものとして総務大臣が関係大臣と協議して指定するものとする。

一　海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律（平成二十一年法律第五十五号）第七条第一項の規定に基づき国外に派遣される

自衛隊の部隊
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二　国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律（平成四年法律第七十九号）第四条第二項第四号に規定する国際平和協力隊

三　防衛省設置法（昭和二十九年法律第百六十四号）第四条第一項第九号に規定する教育訓練を国外において行う自衛隊の部隊等（自衛

隊法（昭和二十九年法律第百六十五号）第八条に規定する部隊等をいう。）

四　国際緊急援助隊の派遣に関する法律（昭和六十二年法律第九十三号）第一条に規定する国際緊急援助隊

２　前項の規定による指定は、当該指定をしようとする組織の名称及び国外派遣期間その他総務省令で定める事項を告示することにより行

うものとする。

（特定国外派遣隊員の不在者投票の特例）

第八十一条　特定国外派遣組織に属する投票人（以下この条及び第百四十四条第二項において「特定国外派遣隊員」という。）は、当該特

定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとする場合又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事している場合には、国

民投票の期日前五日までに、当該特定国外派遣組織の長（当該特定国外派遣組織の長が第六十九条第八項の規定に該当する場合又は事故

があり、若しくは欠けた場合には、当該特定国外派遣組織の長の職務を代理すべき者。以下この条及び第百四十四条第二項において単に

「特定国外派遣組織の長」という。）に対し、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該特定国外派遣

組織の国外派遣期間中にかかる場合において当該特定国外派遣組織が滞在する施設又は区域内で法第六十一条第四項の規定による投票を

しようとする旨の申出をすることができる。

２　点字によって投票をしようとする特定国外派遣隊員は、前項の申出をする際に、当該特定国外派遣組織の長に対し、その旨を申し立て

なければならない。

３　船員である特定国外派遣隊員が第一項の申出をする場合には、当該特定国外派遣組織の長に、投票人名簿登録証明書等を提示しなけれ

ばならない。

４　第一項の申出を受けた特定国外派遣組織の長は、当該特定国外派遣隊員が当該特定国外派遣組織に属する投票人で、当該特定国外派遣

組織の業務に従事するため出国しようとするもの又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事しているものであると認める場合

には、自ら又はその代理人によって、国民投票の期日前三日までに、当該特定国外派遣隊員が登録されている投票人名簿の属する市町村

の選挙管理委員会の委員長に対し、文書で、当該特定国外派遣組織の長であることを証する書面を提示して、投票用紙及び投票用封筒の

交付を請求しなければならない。

５　第二項の規定による点字によって投票する旨の申立て又は第三項の規定による投票人名簿登録証明書等の提示を受けた特定国外派遣組

織の長は、当該申立て又は当該投票人名簿登録証明書等の提示をした特定国外派遣隊員について前項の規定による請求をする場合には、

同項の市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、当該申立てがあった旨を申し立て、又は当該特定国外派遣隊員の投票人名簿登録証明書

等を提示しなければならない。

６　市町村の選挙管理委員会の委員長は、第四項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、当該請求に係

る特定国外派遣隊員について、投票人名簿又はその抄本と対照して、当該特定国外派遣隊員が国民投票の当日法第六十条第一項第一号に

掲げる事由に該当すると見込まれると認めたときは、投票用封筒の表面に国民投票である旨を記入し、直ちに（第四項の規定により国民

投票の期日前十五日に当たる日以前に請求を受けた場合には、当該国民投票の期日前十五日に当たる日以前において市町村の選挙管理委

員会の定める日以後直ちに）、第四項の規定による請求をした特定国外派遣組織の長又はその代理人に投票用紙及び投票用封筒を交付し、

又は郵便等をもって発送しなければならない。この場合において、当該特定国外派遣隊員が船員であるときは、当該特定国外派遣隊員の

投票人名簿登録証明書等に国民投票の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨を記入しなければならない。

７　前項の場合において、第二項の規定により点字によって投票をする旨の申立てをした特定国外派遣隊員に交付すべき投票用紙は、点字

投票の投票用紙でなければならない。

８　特定国外派遣組織の長の代理人が第六項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合には、当該代理人は、直ちに、これ

を特定国外派遣組織の長に引き渡さなければならない。

９　第六項又は前項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付又は引渡しを受けた特定国外派遣組織の長は、第一項の申出をした特定国

外派遣隊員のうち国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事しているもので国民投票の当日法第六十条第一項第一号に掲げる事由

に該当すると見込まれるものから、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間に、投票用紙及び投票用封筒

の交付の請求を受けたときは、直ちに、これを当該特定国外派遣隊員に交付しなければならない。

１０　前項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた特定国外派遣隊員は、直ちに、特定国外派遣組織の長の管理する投票の記

載をする場所において、第七十条第二項の規定に準じて投票をしなければならない。

１１　第四十四条及び第七十条第三項から第五項までの規定は、前項の規定による投票について準用する。

１２　特定国外派遣組織の長は、第十項の規定による投票を受け取った場合には、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、並びにこ

れに記名し、かつ、前項において準用する第七十条第三項の規定により投票に立ち会った者に署名をさせ、更にこれを他の適当な封筒に

入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちに、これを当該特定国外派遣隊員が登録されている

投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送致し、又は郵便等をもって送付しなければならない。

１３　特定国外派遣組織の長は、第一項の申出をした特定国外派遣隊員に交付しなかった投票用紙及び投票用封筒があるときは、速やかに

その投票用紙及び投票用封筒をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に送致しなければならない。この場合において、当該

特定国外派遣隊員が船員であるときは、併せて、当該特定国外派遣隊員の投票人名簿登録証明書等を提示しなければならない。

１４　次に掲げる法律の規定に基づき国外に派遣される投票人（特定国外派遣組織に属するものを除く。）で、現に特定国外派遣組織が滞

在する施設又は区域に滞在しているものは、この政令の規定の適用については、当該特定国外派遣組織に属する投票人とみなす。この場

合における第一項、第四項及び第九項の規定の適用については、第一項中「当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとす

る場合又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事している場合には、国民投票」とあるのは「国民投票」と、「特定国外派遣

組織の国外派遣期間」とあるのは「特定国外派遣隊員が第十四項各号に掲げる法律の規定に基づき国外に派遣されている期間」と、第四

項中「当該特定国外派遣組織に属する投票人で、当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとするもの又は国外において当

該特定国外派遣組織の業務に従事しているもの」とあるのは「第十四項各号に掲げる法律の規定に基づき国外に派遣されている者」と、

第九項中「特定国外派遣隊員のうち国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事しているもの」とあるのは「特定国外派遣隊員」と

する。

一　海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律

二　国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律

三　国際緊急援助隊の派遣に関する法律

（指定船舶等に乗船している船員の不在者投票の特例）

第八十二条　船員（登録予定船員（第二条第一号に規定する選挙人名簿登録証明書の交付を受けている船員で、登録基準日において当該選

挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の住民基本台帳に記録されていると見込まれるものをいう。以下この項において同じ。）を含
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む。以下この条及び第八十二条の三から第八十三条までにおいて同じ。）は、指定船舶等に乗って本邦以外の区域を航海しようとする場

合には、登録基準日後（登録予定船員にあっては、法第二条第三項の規定により中央選挙管理会が国民投票の期日を告示した日以後登録

基準日までの間。第八十二条の三第一項において同じ。）、当該指定船舶等の船長（当該船長が第六十九条第八項の規定に該当する場合又

は事故があり、若しくは欠けた場合には、当該船長の職務を代理すべき者）で第六十九条第六項に規定する不在者投票管理者であるもの

（以下この節において単に「船長」という。）に対し、投票人名簿登録証明書等（登録予定船員にあっては、選挙人名簿登録証明書。以下

この条、第八十二条の三及び第八十二条の四において同じ。）を添えて、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日

までの間が当該指定船舶等の航海の期間中にかかる場合において当該指定船舶等内で法第六十一条第七項の規定による投票をしようとす

る旨の申出をすることができる。

２　前項の申出を受けた船長は、当該船員が当該指定船舶等に乗って本邦以外の区域を航海しようとする者であると認める場合には、自ら

又はその代理人によって、法第六十一条第七項に規定する総務省令で指定する市町村（以下「指定市町村」という。）の選挙管理委員会

の委員長に対し、郵便等によることなく、当該指定船舶等の名称及び当該指定船舶等内に設置された同項の送信に用いるファクシミリ装

置（第八項において「投票送信用ファクシミリ装置」という。）を識別するための番号を記載した文書で、当該船員の投票人名簿登録証

明書等を提示して、同条第七項の規定による投票に用いるべき投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を請求しなければならない。

３　前項の投票送信用紙は、賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載する部分（以下この節において「投票記載部分」という。）

とその他の事項を記載する部分（以下この節において「必要事項記載部分」という。）とが明確に区分されたものでなければならない。

４　指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第二項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けた場合には、

直ちに、投票送信用紙の必要事項記載部分にその市町村名、交付の年月日及び国民投票である旨、当該船員が登録されている投票人名簿

の属する市町村名並びに法第六十一条第七項の規定による投票に係る請求である旨を記入し、当該請求をした船長又はその代理人の面前

においてその投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を保管箱又は保管用封筒に入れ、これに封をして交付しなければならない。この場合

において、当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、保管箱又は保管用封筒にはその市町村名、国民投票である旨及び指定船舶等の

航海予定期間並びに投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を交付した枚数並びにこれらを交付した年月日を表示し、船員の投票人名簿登

録証明書等にはその市町村名並びに国民投票の投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船長又はその代理人に交付した旨（二以上の憲法

改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類並びに当該憲法改正案に係る国民投票の投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船長又

はその代理人に交付した旨）を記入しなければならない。

５　船長の代理人が前項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付を受けた場合には、当該

代理人は、直ちにこれを船長に引き渡さなければならない。

６　指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第十一項に規定するファクシミリ装置（以下この項及び第十三項において「投票受信用ファ

クシミリ装置」という。）を設置した場合には、速やかに当該投票受信用ファクシミリ装置を用いて行う通信に使用すべき電気通信番号

を前二項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた船長に通知しなけ

ればならない。

７　第四項又は第五項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた船長

は、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該指定船舶等の航海の期間中にかかる場合において、第

一項の規定による申出をした船員で国民投票の当日法第六十条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものから、国民投票の

期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間に、投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けたときは、当

該船員が第六十七条又は第六十八条の規定により不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付を受けたとき、並びに第八十二条の三第三

項又は第四項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付又は引渡しを受けたときを除くほか、直ちに、投票送信用紙の必

要事項記載部分に当該指定船舶等の名称及び交付の年月日を記載し、並びに投票送信用紙の必要事項記載部分に署名し、更に第十項にお

いて準用する第七十条第三項の規定により投票に立ち会う者に投票送信用紙の必要事項記載部分に署名させ、当該投票送信用紙を投票送

信用紙用封筒とともに当該船員に交付するとともに、前項の規定により通知を受けた電気通信番号を当該船員に知らせなければならな

い。この場合において、船長は、当該船員に第一項の規定により添えた投票人名簿登録証明書等を提示させ、これに国民投票の投票送信

用紙及び投票送信用紙用封筒を船員に交付した旨（二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類並びに当該憲法改正案

に係る国民投票の投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船員に交付した旨。第八十二条の四第一項において同じ。）を記入しなければ

ならない。

８　前項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を受けた船員は、直ちに、船長の管理する場所において、自ら、投票送

信用紙の必要事項記載部分にその氏名、住所、第一項の規定により添えた投票人名簿登録証明書等の交付年月日及び船員手帳の番号（当

該船員が自衛隊員（自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。以下この項及び第八十二条の三において同じ。）である場合には、そ

の氏名、住所及び当該投票人名簿登録証明書等の交付年月日並びに自衛隊員である旨とし、当該船員が実習生である場合には、その氏

名、住所及び当該投票人名簿登録証明書等の交付年月日並びに実習生である旨とする。）を、投票送信用紙の投票記載部分に賛成の文字

又は反対の文字を囲んで○の記号を、それぞれ記載し、これを第四項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱

又は保管用封筒を交付した指定市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、投票送信用ファクシミリ装置を用いて送信しなければならな

い。

９　前項の規定により送信をした船員は、直ちに、自ら、当該投票送信用紙の投票記載部分と必要事項記載部分とを切り離し、当該投票記

載部分を投票送信用紙用封筒に入れて封をし、当該必要事項記載部分を当該投票送信用紙用封筒の表面に貼り付け、これを船長に提出し

なければならない。

１０　第四十四条及び第七十条第三項から第五項までの規定は、法第六十一条第七項の規定による投票について準用する。この場合におい

て、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四十四条 市町村の選挙管理委

員会

船長

投票所において投票

人が投票の記載をす

る

法第六十一条第七項に規定する不在者投票管理者の管理する

投票用紙 投票送信用紙

第七十条第三

項

前二項 第八十二条第七項から第九項まで

第七十条第四
項

第一項又は第二項 第八十二条第七項から第九項まで
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投票用紙 投票送信用紙の投票記載部分（第八十二条第三項に規定する投票記載部分をいう。以下この項及び次項

において同じ。）

これを投票用封筒に

入れて封をし、その

封筒の表面

投票送信用紙の必要事項記載部分（第八十二条第三項に規定する必要事項記載部分をいう。以下この項

及び次項において同じ。）

投票人の氏名 投票人の氏名、住所、第八十二条第一項の規定により添えた投票人名簿登録証明書等の交付年月日及び

船員手帳の番号（当該船員が自衛隊員（自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。以下この項にお

いて同じ。）である場合には、その氏名、住所及び当該投票人名簿登録証明書等の交付年月日並びに自

衛隊員である旨とし、当該船員が実習生である場合には、その氏名、住所及び当該投票人名簿登録証明

書等の交付年月日並びに実習生である旨とする。）

提出させなければ 第八十二条第二項に規定する投票送信用ファクシミリ装置（次項において「投票送信用ファクシミリ装

置」という。）を用いて送信させ、更に当該投票送信用紙の投票記載部分と必要事項記載部分とを切り

離し、当該投票記載部分を投票送信用紙用封筒に入れて封をし、当該必要事項記載部分を当該投票送信

用紙用封筒の表面に貼り付け、これを提出させなければ

第七十条第五

項

投票用紙 投票送信用紙の投票記載部分

投票用封筒の表面に

記載させて、これを

提出させなければ

投票送信用ファクシミリ装置を用いて送信を行う前に投票送信用紙の必要事項記載部分に記載させなけ

れば

１１　第八項の規定により送信された投票を受信するために指定市町村の選挙管理委員会が設置するファクシミリ装置及びその管理の方法

は、総務大臣が定める技術的基準に適合したものでなければならない。

１２　第八項の規定により送信された投票を受信した用紙は、当該用紙のうち投票送信用紙の投票記載部分を受信した部分を直接外部から

見ることができないような覆いが設けられているものでなければならない。

１３　指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第八項の規定により送信された投票を投票受信用ファクシミリ装置により受信した場合に

は、当該受信した用紙を投票送信用紙の投票記載部分を受信した部分と投票送信用紙の必要事項記載部分を受信した部分とに切り離し、

投票送信用紙の投票記載部分を受信した部分を投票用封筒に入れて封をし、投票送信用紙の必要事項記載部分を受信した部分を当該投票

用封筒の表面に貼り付け、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、

直ちにこれを当該船員が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送致し、又は郵便等をもって送付しなけ

ればならない。

１４　第四項又は第五項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた船長

は、投票送信用紙等受渡簿を備え、投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の受渡しの明細その他必要と認める事項を記載するとともに、

当該指定船舶等が航海を終了して本邦の港に帰った場合又は当該指定船舶等の船員で第一項の規定による申出をしたものが全て本邦に帰

った場合には、速やかにその投票送信用紙等受渡簿、第九項の規定により提出を受けた投票送信用紙用封筒及び保管箱又は保管用封筒を

当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長に送致しなければならない。この場合において、船長は、第一項の規定による申出をした船員

に交付しなかった投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒があるときは、当該投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を併せて送致するとと

もに、当該船員が同項の規定により添えた投票人名簿登録証明書等を提示しなければならない。

１５　指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定により船員の投票人名簿登録証明書等の提示を受けた場合には、当該投票人名

簿登録証明書等に投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の送致を受けた旨を記入しなければならない。

１６　指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第十四項前段の規定により投票送信用紙用封筒の送致を受けた場合には、当該投票送信用

紙用封筒をその表面に表示された船員が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送致し、又は郵便等をも

って送付しなければならない。

（不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない投票人）

第八十二条の二　法第六十一条第八項に規定する政令で定める投票人は、指定船舶等に乗って本邦以外の区域を航海する次に掲げる船員と

する。

一　次条第一項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求をする時において当該指定船舶等に乗る日本国民たる船

員の数が二人以下であると見込まれる場合における当該船員

二　前条第七項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求をする時において当該指定船舶等に乗る日本国民たる船

員の数が二人以下である場合における当該船員

（不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票の特例）

第八十二条の三　船員は、指定船舶等に乗って本邦以外の区域を航海しようとする場合において、国民投票の期日前十四日に当たる日から

国民投票の期日の前日までの間が当該指定船舶等の航海の期間中にかかり、かつ、国民投票の当日法第六十条第一項第一号に掲げる事由

に該当すると見込まれるときであって、前条第一号に該当するときは、登録基準日後、自ら又はその代理人によって、指定市町村の選挙

管理委員会の委員長に対し、郵便等によることなく、当該指定船舶等の名称及び当該指定船舶等内に設置された法第六十一条第八項にお

いて準用する同条第七項の送信に用いるファクシミリ装置（以下この条において「投票送信用ファクシミリ装置」という。）を識別する

ための番号を記載した文書で、投票人名簿登録証明書等を提示して、法第六十一条第八項の規定による投票に用いるべき投票送信用紙及

び投票送信用紙用封筒の交付を請求することができる。

２　船員又はその代理人は、前項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求をする場合には、当該船員が前条第一号

に該当することを証する書面として総務省令で定めるものを併せて提出しなければならない。

３　指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第一項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けた場合におい

て、当該請求をした船員について、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該船員が乗る指定船舶等

の航海の期間中にかかり、かつ、国民投票の当日法第六十条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるとともに、前条第一号に

該当すると認めるときは、当該船員が第六十七条又は第六十八条の規定により不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付を受けたと

き、並びに当該船員からの第八十二条第一項の規定による申出を受けた船長又はその代理人が同条第四項の規定により投票送信用紙及び

投票送信用紙用封筒の交付を受けたときを除くほか、直ちに、投票送信用紙の必要事項記載部分にその市町村名、交付の年月日及び国民

投票である旨、当該船員が登録されている投票人名簿の属する市町村名及び当該船員が乗船する指定船舶等の名称並びに法第六十一条第

八項の規定による投票に係る請求である旨を記入するとともに、当該船員の指定船舶等への乗船及び指定市町村の選挙管理委員会の委員

長と当該船員との間の投票送信用ファクシミリ装置による通信を確認するための書面（以下この節及び第百四十四条第三項において「確
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認書」という。）にその市町村名及び当該船員の船員手帳の番号（当該船員が自衛隊員である場合には、投票人名簿登録証明書等の交付

年月日及び自衛隊員である旨とし、当該船員が実習生である場合には、投票人名簿登録証明書等の交付年月日及び実習生である旨とす

る。）を記入し、投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒並びに確認書を当該船員又はその代理人に交付しなければならない。この場合に

おいて、当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、当該船員の投票人名簿登録証明書等にその市町村名並びに国民投票の投票送信用

紙及び投票送信用紙用封筒を船員又はその代理人に交付した旨（二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類並びに当

該憲法改正案に係る国民投票の投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船員又はその代理人に交付した旨）を記入しなければならない。

４　船員の代理人が前項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒並びに確認書の交付を受けた場合には、当該代理人は、直ちに

これらを船員に引き渡さなければならない。

５　指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第十四項において準用する第八十二条第十一項に規定するファクシミリ装置（以下この条に

おいて「投票受信用ファクシミリ装置」という。）を設置した場合には、速やかに当該投票受信用ファクシミリ装置を用いて行う通信に

使用すべき電気通信番号を前二項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付又は引渡しを受けた船員に通知しなければな

らない。

６　第三項又は第四項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付又は引渡しを受けた船員は、国民投票の期日前十四日に当

たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該指定船舶等の航海の期間中にかかる場合において、法第六十一条第八項の規定による投

票をしようとするときは、あらかじめ、当該船員の現在する場所において、確認書に署名をし、当該指定市町村の選挙管理委員会の委員

長に投票送信用ファクシミリ装置を用いて当該確認書を送信するとともに、総務省令で定めるところにより、当該指定市町村の選挙管理

委員会の委員長から当該船員が送信した当該確認書を投票受信用ファクシミリ装置により受信したことの確認を受けなければならない。

７　前項の規定により確認を受けた船員は、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間に、当該船員の現在す

る場所において、自ら、投票送信用紙の必要事項記載部分にその氏名、住所、第一項の規定により提示した投票人名簿登録証明書等の交

付年月日及び船員手帳の番号（当該船員が自衛隊員である場合には、その氏名、住所及び当該投票人名簿登録証明書等の交付年月日並び

に自衛隊員である旨とし、当該船員が実習生である場合には、その氏名、住所及び当該投票人名簿登録証明書等の交付年月日並びに実習

生である旨とする。）を、投票送信用紙の投票記載部分に賛成の文字又は反対の文字を囲んで◯の記号を、それぞれ記載し、これを第三

項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を交付した指定市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、投票送信用ファクシミリ

装置を用いて送信しなければならない。

８　前項の規定により送信をした船員は、直ちに、自ら、当該投票送信用紙の投票記載部分と必要事項記載部分とを切り離し、当該投票記

載部分を投票送信用紙用封筒に入れて封をし、当該必要事項記載部分を当該投票送信用紙用封筒の表面に貼り付けなければならない。

９　指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第七項の規定により送信された投票を投票受信用ファクシミリ装置により受信した場合に

は、当該受信した用紙を投票送信用紙の投票記載部分を受信した部分と投票送信用紙の必要事項記載部分を受信した部分とに切り離し、

投票送信用紙の投票記載部分を受信した部分を投票用封筒に入れて封をし、投票送信用紙の必要事項記載部分を受信した部分を当該投票

用封筒の表面に貼り付け、更にこれを第六項の規定により送信された確認書を受信した用紙とともに他の適当な封筒に入れて封をし、そ

の表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちにこれを当該船員が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙

管理委員会の委員長に送致し、又は郵便等をもって送付しなければならない。

１０　第七項の規定により送信をした船員は、本邦に帰った場合には、速やかに第八項の規定により封をした投票送信用紙用封筒及び第六

項の規定により送信した確認書を当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長に提出しなければならない。

１１　指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定により投票送信用紙用封筒及び確認書の提出を受けた場合には、当該投票送信

用紙用封筒及び確認書をその表面に表示された船員が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送致し、又

は郵便等をもって送付しなければならない。

１２　第七項の規定により送信をしなかった船員は、本邦に帰った場合には、速やかに投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒並びに確認書

を当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長に返すとともに、第一項の規定により提示した投票人名簿登録証明書等を提示しなければな

らない。

１３　指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定により投票人名簿登録証明書等の提示を受けた場合には、当該投票人名簿登録

証明書等に投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒並びに確認書の返付を受けた旨を記入しなければならない。

１４　第八十二条第三項、第十一項及び第十二項の規定は、法第六十一条第八項の規定による投票について準用する。この場合において、

次の表の上欄に掲げる第八十二条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三項 前項 第八十二条の三第一項

第十一項 第八項 第八十二条の三第六項の規定により送信された同条第三項に規定する確認書及び同条第七項

第十二項 第八項 第八十二条の三第七項

（不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の投票送信用紙等の請求等の特例）

第八十二条の四　第八十二条第四項又は第五項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又

は引渡しを受けた船長は、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該指定船舶等の航海の期間中にか

かる場合において、同条第一項の規定による申出をした船員で国民投票の当日法第六十条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込ま

れ、かつ、第八十二条の二第二号に該当するものから、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間に、第八

十二条第七項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けたときは、当該船員が第六十七条又は第六十八条の

規定により不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付を受けたとき、並びに前条第三項又は第四項の規定により投票送信用紙及び投票

送信用紙用封筒の交付又は引渡しを受けたときを除くほか、第八十二条第七項の規定にかかわらず、直ちに、投票送信用紙の必要事項記

載部分に当該指定船舶等の名称、交付の年月日及び当該船員が同号に掲げる船員である旨を記載し、並びに投票送信用紙の必要事項記載

部分に署名し、当該投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を法第六十一条第八項の規定による投票に用いるべき投票送信用紙及び投票送

信用紙用封筒として当該船員に交付するとともに、第八十二条第六項の規定により通知を受けた電気通信番号を当該船員に知らせなけれ

ばならない。この場合において、船長は、当該船員に同条第一項の規定により添えた投票人名簿登録証明書等を提示させ、これに国民投

票の投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船員に交付した旨を記入するとともに、当該投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船長に

交付した指定市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、この項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を交付した旨並びに当

該船員が法第六十一条第八項の規定による投票をする旨を通知しなければならない。

２　前項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を受けて法第六十一条第八項の規定による投票をする船員に係る次の表

の上欄に掲げる前条の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、同条

第一項から第六項までの規定は、適用しない。
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第七項 前項の規定により確認 次条第一項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封

筒の交付

第一項の規定により提示した 第八十二条第一項の規定により添えた

第三項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を

交付した

次条第一項後段の規定により船長が通知した

投票送信用ファクシミリ装置 第八十二条第二項に規定する投票送信用ファクシミリ装置

第九項 投票受信用ファクシミリ装置 第八十二条第十一項に規定するファクシミリ装置

これを第六項の規定により送信された確認書を受信した用紙

とともに

これを

第十項 投票送信用紙用封筒及び第六項の規定により送信した確認書 投票送信用紙用封筒

第十一項 投票送信用紙用封筒及び確認書 投票送信用紙用封筒

第十二項 投票送信用紙用封筒並びに確認書 投票送信用紙用封筒

第一項の規定により提示した 第八十二条第一項の規定により添えた

第十三項 投票送信用紙用封筒並びに確認書 投票送信用紙用封筒

第十四項の表

第三項の項

第八十二条の三第一項 第八十二条の四第一項

第十四項の表

第十一項の項

第八十二条の三第六項の規定により送信された同条第三項に

規定する確認書及び同条第七項

第八十二条の四第二項の規定により読み替えて適用される第

八十二条の三第七項

第十四項の表

第十二項の項

第八十二条の三第七項 第八十二条の四第二項の規定により読み替えて適用される第

八十二条の三第七項

（選挙人名簿登録証明書を有する船員の被登録資格等の申立て）

第八十三条　船員は、第六十五条第一項の規定による請求、第八十二条第一項の規定による申出又は第八十二条の三第一項の規定による請

求をしようとする場合において、選挙人名簿登録証明書を提示し、又は添えるときは、当該選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村

の投票人名簿に登録される資格を有する旨（登録基準日以前に第八十二条第一項の規定による申出又は第八十二条の三第一項の規定によ

る請求をしようとする場合にあっては、登録基準日において当該選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の住民基本台帳に記録され

ていることが見込まれる旨）を申し立てなければならない。

（南極投票人証）

第八十四条　南極地域調査組織に属する投票人（南極地域調査組織に同行する投票人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域に

おける活動を行うものを含む。）は、投票人名簿登録証明書の交付を受けている場合又はその登録されている投票人名簿の属する市町村

の選挙管理委員会の委員長から南極選挙人証の交付を受けている場合若しくは当該市町村の選挙管理委員会から選挙人名簿登録証明書の

交付を受けている場合を除き、当該市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該投票人が当該市町村の投票人名簿に登録されている

旨を証する書面（以下この条において「南極投票人証」という。）の交付を申請することができる。

２　市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定による申請があった場合には、当該申請をした投票人に対して南極投票人証を交付し

なければならない。

３　前二項に規定するもののほか、南極投票人証の有効期間及び返納その他南極投票人証に関し必要な事項は、総務省令で定める。

（南極調査員の不在者投票の特例）

第八十五条　南極調査員（前条第一項に規定する投票人で、南極投票人証等又は投票人名簿登録証明書等の交付を受けているものをいう。

以下この条、次条及び第百四十四条第一項において同じ。）（登録予定南極調査員（南極選挙人証又は選挙人名簿登録証明書の交付を受け

ている前条第一項に規定する投票人で、登録基準日において当該南極選挙人証又は選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の住民基

本台帳に記録されていると見込まれるものをいう。以下この項において同じ。）を含む。以下この条及び次条において同じ。）は、南極地

域において南極地域調査組織に関する業務又は活動を行うため出国しようとする場合には、登録基準日後（登録予定南極調査員にあって

は、法第二条第三項の規定により中央選挙管理会が国民投票の期日を告示した日以後登録基準日までの間）、当該南極地域調査組織の長

（当該南極地域調査組織の長が第六十九条第八項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合には、当該南極地域調査組

織の長の職務を代理すべき者）で同条第七項に規定する不在者投票管理者であるもの（以下この条及び第百四十四条第一項において単に

「南極地域調査組織の長」という。）に対し、南極投票人証等（当該南極調査員が投票人名簿登録証明書等の交付を受けている場合には当

該投票人名簿登録証明書等、当該南極調査員が登録予定南極調査員である場合には南極選挙人証又は選挙人名簿登録証明書。以下この条

において同じ。）を添えて、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該南極地域調査組織が法第六十

一条第九項各号に掲げる施設又は船舶においてその業務又は活動を行う期間（以下この条において「南極調査期間」という。）中にかか

る場合において当該施設又は船舶内で同項の規定による投票をしようとする旨の申出をすることができる。

２　前項の申出を受けた南極地域調査組織の長は、当該南極調査員が南極地域において当該南極地域調査組織に関する業務又は活動を行う

ため出国しようとする者であると認める場合には、自ら又はその代理人により、法第六十一条第九項に規定する総務省令で指定する市町

村（以下この条において「南極投票指定市町村」という。）の選挙管理委員会の委員長に対し、郵便等によることなく、同項各号に掲げ

る施設及び船舶の名称並びに当該施設及び船舶内に設置された同項の送信に用いるファクシミリ装置を識別するための番号を記載した文

書で、当該南極調査員の南極投票人証等を提示して、同項の規定による投票に用いるべき投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を

請求しなければならない。

３　第八十二条第三項から第九項まで及び第十一項から第十六項までの規定は、法第六十一条第九項の規定による投票について準用する。

この場合において、次の表の上欄に掲げる第八十二条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替え

るものとする。

第三項 前項 第八十五条第二項

第四項 指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第二項 南極投票指定市町村（第八十五条第二項に規定する南極投票指定市町村を

いう。以下この条において同じ。）の選挙管理委員会の委員長は、同項

、当該船員 並びに当該南極調査員（第八十四条第一項に規定する投票人で、南極投票

人証等又は投票人名簿登録証明書等の交付を受けているものをいい、第八

十五条第一項に規定する登録予定南極調査員（以下この項において「登録

予定南極調査員」という。）を含む。以下この条において同じ。）
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市町村名並びに法第六十一条第七項の規定による投票

に係る請求である旨

市町村名

した船長 した南極地域調査組織の長（第八十五条第一項に規定する南極地域調査組

織の長をいう。以下この条において同じ。）

当該指定市町村 当該南極投票指定市町村

指定船舶等の航海予定期間 南極地域調査組織の南極調査期間（第八十五条第一項に規定する南極調査

期間をいう。第七項において同じ。）

船員の投票人名簿登録証明書等 南極調査員の南極投票人証等（当該南極調査員が投票人名簿登録証明書等

の交付を受けている場合には当該投票人名簿登録証明書等、当該南極調査

員が登録予定南極調査員である場合には南極選挙人証又は選挙人名簿登録

証明書。以下この条において同じ。）

を船長 を南極地域調査組織の長

第五項 船長 南極地域調査組織の長

第六項 指定市町村 南極投票指定市町村

船長 南極地域調査組織の長

第七項 船長 南極地域調査組織の長

指定船舶等の航海の期間中 南極地域調査組織の南極調査期間中

第一項の 第八十五条第一項の

船員 南極調査員

とき、並びに第八十二条の三第三項又は第四項の規定

により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付又

は引渡しを受けたとき

とき

当該指定船舶等の名称 法第六十一条第九項の規定による投票をしようとする同項各号に掲げる施

設又は船舶の名称

第十項 第八十五条第四項

投票人名簿登録証明書等 南極投票人証等

第八項 船員は 南極調査員は

船長の管理する場所 法第六十一条第九項各号に定める場所

、第一項の規定により添えた投票人名簿登録証明書等

の交付年月日及び船員手帳の番号（当該船員が自衛隊

員（自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。以

下この項及び第八十二条の三において同じ。）である場

合には、その氏名、住所及び当該投票人名簿登録証明

書等の交付年月日並びに自衛隊員である旨とし、当該

船員が実習生である場合には、その氏名、住所及び当

該投票人名簿登録証明書等の交付年月日並びに実習生

である旨とする。）

及び第八十五条第一項の規定により添えた南極投票人証等の交付年月日

指定市町村 南極投票指定市町村

投票送信用ファクシミリ装置 同条第二項に規定するファクシミリ装置

第九項 船員 南極調査員

船長 南極地域調査組織の長

第十一項指定市町村 南極投票指定市町村

第十三項指定市町村 南極投票指定市町村

船員 南極調査員

第十四項船長 南極地域調査組織の長

指定船舶等が航海を終了して本邦の港に帰った場合又

は当該指定船舶等の船員で第一項の規定による申出を

したものが全て

南極地域調査組織がその業務を終了して

指定市町村 南極投票指定市町村

、第一項 、第八十五条第一項

船員に 南極調査員に

船員が同項の規定により添えた投票人名簿登録証明書等南極調査員が同項の規定により添えた南極投票人証等

第十五項指定市町村 南極投票指定市町村

船員 南極調査員

投票人名簿登録証明書等 南極投票人証等

第十六項指定市町村 南極投票指定市町村

船員 南極調査員

４　第四十四条及び第七十条第三項から第五項までの規定は、前項において準用する第八十二条第七項から第九項までの規定による投票に

ついて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み

替えるものとする。

第四十四条 市町村の選挙管理委員会 南極地域調査組織の長

投票所において投票人が投票の

記載をする場所

法第六十一条第九項各号に定める場所

投票用紙 投票送信用紙
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第七十条第三項前二項 第八十五条第三項において準用する第八十二条第七項から第九項まで

第七十条第四項第一項又は第二項 第八十五条第三項において準用する第八十二条第七項から第九項まで

投票用紙 投票送信用紙の投票記載部分

これを投票用封筒に入れて封を

し、その封筒の表面

投票送信用紙の必要事項記載部分

投票人の氏名 投票人の氏名、住所及び第八十五条第一項の規定により添えた南極投票人証等の交付年月日

提出させなければ 同条第二項に規定するファクシミリ装置を用いて送信させ、更に当該投票送信用紙の投票

記載部分と必要事項記載部分とを切り離し、当該投票記載部分を投票送信用紙用封筒に入

れて封をし、当該必要事項記載部分を当該投票送信用紙用封筒の表面に貼り付け、これを

提出させなければ

第七十条第五項投票用紙 投票送信用紙の投票記載部分

投票用封筒の表面に記載させて、

これを提出させなければ

ファクシミリ装置を用いて送信を行う前に投票送信用紙の必要事項記載部分に記載させな

ければ

（南極選挙人証又は選挙人名簿登録証明書を有する南極調査員の被登録資格等の申立て）

第八十六条　南極調査員は、前条第一項の規定による申出をしようとする場合において、南極選挙人証又は選挙人名簿登録証明書を添える

ときは、当該南極選挙人証又は選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の投票人名簿に登録される資格を有する旨（登録基準日以前

に当該申出をしようとする場合にあっては、登録基準日において当該南極選挙人証又は選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の住

民基本台帳に記録されていることが見込まれる旨）を申し立てなければならない。

（憲法改正案等の掲示をする不在者投票管理者）

第八十七条　法第六十五条第二項に規定する不在者投票管理者のうち政令で定めるものは、市町村の選挙管理委員会の委員長（法第七十一

条第一項の規定による投票及び国民投票の一部無効による再投票にあっては、その全部又は一部の区域が当該投票を行う区域に含まれる

市町村の選挙管理委員会の委員長）とする。

（不在者投票の送致）

第八十八条　不在者投票管理者は、第七十条から第七十二条までの規定により投票を受け取った場合には、投票用封筒に投票の年月日及び

場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、第七十条第三項（第七十一条第三項において準用する場合を含む。）の規定により投票に立ち

会った者にあっては署名又は記名押印を、第七十二条第三項において準用する第七十条第三項の規定により投票に立ち会った者にあって

は署名をさせ、更にこれを不在者投票証明書とともに他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面

に記名押印し、直ちにこれを次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に送致し、又は郵便等をもって送付しなければな

らない。

一　第七十条又は第七十二条の規定により投票を受け取った場合　投票人が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会

の委員長

二　第七十一条の規定により投票を受け取った場合（次号に掲げる場合を除く。）　投票人が属する投票区の投票管理者

三　第七十一条の規定により投票を受け取った場合であって、当該投票をした投票人が属する投票区が指定関係投票区であるとき　投票

人が属する投票区に係る指定投票区の投票管理者

２　投票人が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長は、第七十八条、第八十一条第十二項、第八十二条第十

三項（第八十五条第三項において準用する場合を含む。）、第八十二条の三第九項又は前項（第一号に係る部分に限る。）の規定により投

票の送付又は送致を受けた場合には、直ちに投票、不在者投票証明書及び同条第六項の規定により送信された確認書を受信した用紙を投

票人が属する投票区の投票管理者（当該投票区が指定関係投票区である場合には、当該投票区に係る指定投票区の投票管理者）に送致し

なければならない。

（不在者投票に関する調書）

第八十九条　投票人が登録されている投票人名簿又は在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長は、不在者投票事務処理簿

を備え、第六十四条、第六十七条、第七十一条、第七十七条、第八十一条第四項から第七項まで及び前条の規定によってとった措置の明

細その他必要と認める事項を記載しなければならない。

２　市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の不在者投票事務処理簿に基づき、その概略（在外投票人名簿に登録されている投票人の不

在者投票（第四項において「在外投票人の不在者投票」という。）に係る概略を除く。）を記載した不在者投票に関する調書を投票区ごと

に作成して、これに記名押印し、関係のある投票管理者に送致しなければならない。

３　指定投票区を指定し、及び指定関係投票区を定めている場合における指定投票区及び指定関係投票区に係る前項の規定の適用について

は、同項中「投票区ごとに」とあるのは「指定投票区及び当該指定投票区に係る指定関係投票区を通じて」と、「関係のある投票管理者」

とあるのは「指定投票区の投票管理者」とする。

４　市町村の選挙管理委員会の委員長は、第一項の不在者投票事務処理簿に基づき、その概略（在外投票人の不在者投票に係る概略に限

る。）を記載した在外投票人の不在者投票に関する調書を指定在外投票区ごとに作成して、これに記名押印し、指定在外投票区の投票管

理者に送致しなければならない。

５　第二項（第三項において読み替えて適用される場合を含む。）及び前項の規定により不在者投票に関する調書の送致を受けた投票管理

者は、当該調書を投票録に添えなければならない。

（投票所の閉鎖前に送致を受けた不在者投票の措置）

第九十条　投票管理者（指定関係投票区を定めている場合には、指定関係投票区の投票管理者を除く。）は、投票所を閉じる時刻までに第

八十八条の規定による投票の送致を受けた場合には、送致に用いられた封筒を開いて、その中に入っている投票及び不在者投票証明書を

一時そのまま保管しなければならない。

２　指定在外投票区の投票管理者は、投票所を閉じる時刻までに第百三条第一項の規定により読み替えて適用される第八十八条の規定によ

る投票の送致を受けた場合には、送致に用いられた封筒を開いて、その中に入っている投票を一時そのまま保管しなければならない。

（不在者投票の受理不受理等の決定）

第九十一条　投票管理者（指定関係投票区を定めている場合には、指定関係投票区（指定在外投票区である指定関係投票区を除く。）の投

票管理者を除く。以下この条及び第九十三条において同じ。）は、投票箱を閉じる前に、投票立会人の意見を聴いて、前条の規定により

保管する投票が受理することができるものであるかどうかを決定しなければならない。
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２　投票管理者は、前項の規定により受理の決定を受けた投票で第七十条第五項（第七十一条第三項、第七十二条第四項、第八十一条第十

一項、第八十二条第十項又は第八十五条第四項において準用する場合を含む。）の規定の適用を受けたものがある場合には、投票立会人

の意見を聴いて、これを拒否するかどうかを決定しなければならない。

３　投票管理者は、第一項の規定により受理の決定を受け、かつ、前項の規定により拒否の決定を受けない投票については、投票用封筒を

開いて（法第六十一条第七項から第九項までの規定による投票については、更に第八十二条第十二項（第八十二条の三第十四項及び第八

十五条第三項において準用する場合を含む。）の覆いを外して）、直ちにこれを投票箱に入れなければならない。

４　投票管理者は、第一項の規定により受理すべきでないと決定された投票又は第二項の規定による拒否の決定を受けた投票については、

更にこれをその投票送致用封筒に入れて仮に封をし、その表面に第一項の規定による不受理の決定又は第二項の規定による拒否の決定が

あった旨を記載し、これを投票箱に入れなければならない。

（不在者投票の投票用紙の返還等）

第九十二条　第六十七条第一項、第六十八条第一項又は第七十七条第三項の規定により交付を受けた不在者投票の投票用紙及び投票用封筒

は、投票所及び期日前投票所（法第五十二条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、投票所、共通投票所及び期日前投票

所）においては、使用することができない。

２　投票人は、第六十七条第一項、第六十八条第一項又は第七十七条第三項の規定により不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付を受

けた場合において、不在者投票をしなかったときは、その投票用紙及び投票用封筒（第六十七条第二項の規定により交付を受けた不在者

投票証明書がある場合には、投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書。以下この項において同じ。）を投票管理者に返して、法第五

十五条の規定による投票（法第五十二条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、共通投票所において行う投票を含む。）

又は法第六十条第一項の規定による投票をすることができるものとし、これらの投票をもしなかったときは、速やかにその投票用紙及び

投票用封筒をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に返さなければならない。

（投票所閉鎖後に送致を受けた不在者投票の措置）

第九十三条　投票管理者は、投票所を閉じるべき時刻を経過した後に第八十八条の規定による投票の送致を受けた場合においては、送致に

用いられた封筒を開いて、投票用封筒の裏面に受け取った年月日及び時刻を記載し、これを開票管理者に送致しなければならない。

第五節　在外投票

（在外公館等における在外投票の投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付）

第九十四条　投票人は、法第六十二条第一項第一号の規定により投票をしようとする場合においては、在外公館の長（同号に規定する在外

公館の長をいう。以下この節及び第百四十三条第三項において同じ。）に対して、文書により、在外投票人証（その登録されている在外

投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会から在外選挙人証の交付を受けている投票人については、当該在外選挙人証。第三項及び第

百一条において「在外投票人証等」という。）を提示し、及び第九十六条に規定する文書を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を

請求することができる。

２　点字によって投票をしようとする投票人は、前項の請求をする際に、在外公館の長に対し、その旨を申し立てなければならない。

３　在外公館の長は、第一項の規定によって投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合には、直ちにこれをその請求をした投票人

に交付しなければならない。この場合においては、投票用封筒の表面に国民投票である旨を記入するとともに、当該投票人の在外投票人

証等に国民投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨並びにこれらを交付した年月日（二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲

法改正案の種類、当該憲法改正案に係る国民投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨並びにこれらを交付した年月日）並びに在外公

館の名称を記入しなければならない。

４　前項の場合において、第二項の規定によって点字によって投票をする旨の申立てをした投票人に交付すべき投票用紙は、点字投票の投

票用紙でなければならない。

（在外公館等における在外投票の方法）

第九十五条　前条第三項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人は、直ちに法第六十二条第一項第一号に規定する在外

公館の長の管理する投票を記載する場所（以下「在外公館等投票記載場所」という。）において、投票用紙に自ら賛成の文字又は反対の

文字を囲んで○の記号を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に当該投票人が登録されている在外投票人名簿の

属する市町村名を記載し、及びこれに署名して、直ちに在外公館の長に提出しなければならない。

２　前項の場合においては、在外公館の長は、国民投票の投票権を有する者を立ち会わせなければならない。

３　第一項の場合において、在外公館の長は、投票人が法第五十九条の規定により代理投票をすることができる者であるときは、その申請

に基づいて、前項の規定により立ち会わせた者の意見を聴いて、法第六十二条第一項第一号に規定する在外投票に係る事務に従事する在

外公館の職員のうちから当該投票人の投票を補助すべき者二人を定め、その一人の立会いの下に他の一人をして在外公館等投票記載場所

において投票用紙に当該投票人が指示する賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載させ、これを投票用封筒に入れて封をし、

その封筒の表面に当該投票人の氏名を記載させ、直ちにこれを提出させなければならない。

４　第五十二条第一項から第三項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、在外公館の長は、投票用紙に賛成の文

字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載した者にその者の氏名を投票用封筒の表面に記載させて、これを提出させなければならない。

５　第四十四条の規定は、第一項の規定による投票について準用する。この場合において、同条中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは

「在外公館の長」と、「投票所において投票人が投票の記載をする場所」とあるのは「在外公館等投票記載場所」と読み替えるものとす

る。

（在外公館等における在外投票をしようとする場合に提示する文書）

第九十六条　法第六十二条第一項第一号に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げるいずれかの文書とする。

一　旅券

二　当該投票をしようとする者の資格又は地位を証明する書類（当該投票をしようとする者の写真をはり付けてある書類その他の総務省

令で定める書類に限る。）

（在外公館等投票記載場所の指定等）

第九十七条　在外公館の長は、在外公館等投票記載場所を指定しなければならない。

２　在外公館の長は、前項の指定をしたときは、当該指定した在外公館等投票記載場所を、外務大臣を経由して総務大臣に通知しなければ

ならない。在外公館等投票記載場所の指定を取り消したときも、同様とする。

３　法第六十二条第一項第一号の規定による投票を同号に定める期間内に行わせることができない場合においては、当該在外公館等投票記

載場所を管理する在外公館の長は、直ちにその旨を、外務大臣を経由して総務大臣に通知し、併せてその旨の周知に努めなければならな

い。

（在外公館等における在外投票の送致）

第九十八条　在外公館の長は、第九十五条の規定によって投票を受け取った場合においては、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載

し、及びこれに記名し、かつ、同条第二項の規定によって投票に立ち会った者に署名又は記名押印をさせ、更にこれを他の適当な封筒に
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入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちにこれを外務大臣を経由して、投票人が登録されて

いる在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送付しなければならない。

２　前項の規定によって投票の送付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長は、直ちにこれを当該投票人が属する指定在外投票区の投票

管理者に送致しなければならない。

（在外公館等における在外投票に関する調書）

第九十九条　在外公館の長は、在外公館等投票事務処理簿を備え、第九十四条、第九十五条及び前条の規定によってとった措置の明細その

他必要と認める事項を記載しなければならない。

２　在外公館の長は、前項の在外公館等投票事務処理簿に基づき、その概略を記載した在外公館等における在外投票に関する調書を作成し

て、これに記名押印し、外務大臣を経由して総務大臣に送付しなければならない。

（在外公館等における在外投票に関する書類の保存）

第百条　前条第二項に規定する調書は、法第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から五年を経

過した日のうちいずれか遅い日まで、総務大臣において保存しなければならない。

２　法第六十二条第一項第一号の規定による投票に関する書類（第九十八条第一項の規定により市町村の選挙管理委員会の委員長に送付し

たもの及び前条第二項の規定により総務大臣に送付したものを除く。）は、法第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなっ

た日又は国民投票の期日から五年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、在外公館の長において保存しなければならない。

（郵便等による在外投票の投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付）

第百一条　投票人は、法第六十二条第一項第二号の規定により投票をしようとする場合には、国民投票の期日前四日までに、その登録され

ている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該投票人が署名をした文書により、直接に、又は郵便等を

もって、かつ、在外投票人証等を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。

２　市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定による請求を受けた場合には、在外投票人名簿又はその抄本と対照して、投票用封筒

の表面に国民投票である旨を記入し、直ちに（国民投票の期日前十五日に当たる日以前に請求を受けた場合には、当該国民投票の期日前

十五日に当たる日以前において中央選挙管理会が定める日以後直ちに）投票用紙及び投票用封筒を当該投票人に郵便等をもって発送しな

ければならない。この場合においては、当該投票人の在外投票人証等に国民投票の投票用紙及び投票用封筒を発送した旨並びにこれらを

発送した年月日（二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類、当該憲法改正案に係る国民投票の投票用紙及び投票用

封筒を発送した旨並びにこれらを発送した年月日）を記入しなければならない。

（郵便等による在外投票の方法及び送致）

第百二条　前条第二項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人は、国民投票の期日前十四日に当たる日以後、その現在

する場所において、投票用紙に自ら賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封

筒の表面に投票の記載の年月日及び場所を記載し、並びに投票用封筒の表面に署名をし、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、そ

の表面に投票が在中する旨を明記して、当該投票人が登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、

当該投票人が属する指定在外投票区の投票所を閉じる時刻までに次項の規定による投票の送致ができるように、郵便等をもって送付しな

ければならない。

２　前項の規定によって投票の送付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長は、直ちにこれを当該投票人が属する指定在外投票区の投票

管理者に送致しなければならない。

（在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例）

第百三条　在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票及びこれに関し必要な手続に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用

については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第四十二条第一項 各投票区 指定在外投票区

投票区の投票所 指定在外投票区の投票所

第四十二条第一項

第一号

投票区の区域 指定在外投票区

投票人名簿 在外投票人名簿

第四十二条第一項

第二号

投票区の区域 指定在外投票区

投票人名簿が法第二十条第二項 在外投票人名簿が法第三十三条第二項

が当該投票人名簿 が当該在外投票人名簿

第四十二条第一項

第二号イからハま

で

投票人名簿 在外投票人名簿

第四十二条第一項

第三号

投票区の区域 指定在外投票区

投票人名簿 在外投票人名簿

第二十条第二項 第三十三条第二項

第四十七条第一項 が投票人名簿 が在外投票人名簿

ならない ならない。この場合においては、当該投票人の在外投票人証

（その登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙

管理委員会から在外選挙人証の交付を受けている投票人につ

いては、当該在外選挙人証。以下「在外投票人証等」とい

う。）に国民投票の投票用紙を交付した旨及びこれを交付し

た年月日（二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法

改正案の種類、当該憲法改正案に係る国民投票の投票用紙を

交付した旨及びこれを交付した年月日）を記入しなければな

らない

第四十七条第一項

第一号

投票人名簿 在外投票人名簿
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第四十七条第一項

第二号

投票人名簿が法第二十条第二項 在外投票人名簿が法第三十三条第二項

第四十七条第一項

第二号イ及びロ

投票人名簿 在外投票人名簿

第五十九条の二の

表第五十二条第四

項の項

第五十二条の二第五項 第六十二条第三項の規定により読み替えて適用される法第五

十二条の二第五項

第六十条の表第五

十二条第四項の項

第六十条第五項 第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六

十条第五項

第六十一条 同項各号 法第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第

六十条第一項各号

第六十四条第一項 第六十条第一項各号 第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六

十条第一項各号

投票人名簿 在外投票人名簿

もの又は船舶、病院、老人ホーム（老人福祉法（昭和三十

八年法律第百三十三号）第五条の三に規定する老人短期入

所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老

人ホーム並びに同法第二十九条第一項に規定する有料老人

ホーム（第四項において「有料老人ホーム」という。）を

いう。第四項及び第六十九条において同じ。）、原子爆弾被

爆者養護ホーム（原子爆弾被爆者に対する援護に関する法

律（平成六年法律第百十七号）第三十九条の規定により同

法第一条に規定する被爆者を入所させる施設をいう。第四

項及び第六十九条において同じ。）、国立保養所（厚生労働

省組織令（平成十二年政令第二百五十二号）第百四十九条

に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの内部

組織のうち、身体障害者（身体障害者福祉法（昭和二十四

年法律第二百八十三号）第四条に規定する身体障害者をい

う。以下この項において同じ。）であって重度の身体障害

を有するもののリハビリテーションに関し、治療、訓練及

び支援を行うこと並びに戦傷病者の保養を行うことをつか

さどるものとして総務省令で定めるものをいう。第四項及

び第六十九条において同じ。）、身体障害者支援施設（障害

者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成十七年法律第百二十三号）第五条第十一項に規定す

る障害者支援施設及び同条第二十八項に規定する福祉ホー

ムのうち、専ら身体障害者を入所させる施設をいう。第四

項及び第六十九条において同じ。）、保護施設（生活保護法

（昭和二十五年法律第百四十四号）第三十八条第一項に規

定する救護施設及び更生施設をいう。第四項及び第六十九

条において同じ。）、刑事施設、労役場、監置場、留置施

設、少年院若しくは少年鑑別所（以下この節において「不

在者投票施設」という。）において投票をしようとするもの

もの

もって もって、かつ、在外投票人証等を提示して

第六十四条第二項 第六十条第一項各号 第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六

十条第一項各号

投票人名簿 在外投票人名簿

直接に 在外投票人証等を提示して、直接に

第六十六条 第六十条第一項各号 第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六

十条第一項各号

第六十七条第一項 投票人名簿又は 在外投票人名簿又は

第六十条第一項各号 第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六

十条第一項各号

を記入し、 及び在外投票人名簿に登録されている投票人の投票に用いる

べきものである旨を記入し、

その投票人が船員であるときは当該船員の投票人名簿登録

証明書等に、その投票人が南極投票人証等の交付を受けた

者であるときは当該投票人の南極投票人証等に、国民投票

の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨（二

以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種

類並びに当該憲法改正案に係る国民投票の不在者投票の投

票用紙及び投票用封筒を交付した旨。次条第一項及び第八

十一条第六項において同じ。）

当該投票人の在外投票人証等に国民投票の投票用紙及び投票

用封筒を交付した旨並びにこれらを交付した年月日（二以上

の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類、当

該憲法改正案に係る国民投票の投票用紙及び投票用封筒を交

付した旨並びにこれらを交付した年月日）

第六十七条第三項 し、又は申立てをされた した

第六十九条第一項 投票人名簿 在外投票人名簿
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第六十九条第三項 第六十条第一項各号 第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六

十条第一項各号

投票人名簿 在外投票人名簿

第七十条第一項 投票人名簿 在外投票人名簿

を提示し、かつ、不在者投票証明書の入っている封筒を提

出し

並びに在外投票人証等を提示し

投票用封筒並びに封筒に入っている不在者投票証明書 投票用封筒

第七十一条第一項 投票人名簿 在外投票人名簿

第七十一条第二項 第六十七条第二項 第六十七条第一項第一号

不在者投票証明書の 投票用紙及び投票用封筒の

投票人名簿 在外投票人名簿

不在者投票証明書を提出して 在外投票人証等を提示して

第八十八条第一項 これを不在者投票証明書とともに これを

第八十八条第一項

第一号

投票人名簿 在外投票人名簿

第八十八条第一項

第二号

投票区 指定在外投票区

第八十八条第二項 投票人名簿 在外投票人名簿

投票、不在者投票証明書及び同条第六項の規定により送信

された確認書を受信した用紙を

これを

投票区の投票管理者（当該投票区が指定関係投票区である

場合には、当該投票区に係る指定投票区の投票管理者）

指定在外投票区の投票管理者

第九十二条第二項 ときは、その ときは、法第五十五条の規定による投票（法第五十二条の二

第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、共通投票

所において行う投票を含む。以下この項において同じ。）を

しようとするときは当該投票人が属する指定在外投票区の投

票管理者（法第五十二条の二第一項の規定により共通投票所

を設ける場合には、当該投票人が属する指定在外投票区の投

票管理者又は法第六十二条第三項の規定により読み替えて適

用される法第五十二条の二第二項に規定する指定共通投票所

の投票管理者）に、法第六十条第一項の規定による投票をし

ようとするときは法第六十二条第四項の規定により読み替え

て適用される法第六十条第一項に規定する指定期日前投票所

の投票管理者に、法第六十二条第一項第一号の規定による投

票をしようとするときは在外公館の長に、同項第二号の規定

による投票をしようとするときは当該投票人が登録されてい

る在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長

に、その

（第六十七条第二項の規定により交付を受けた不在者投票

証明書がある場合には、投票用紙、投票用封筒及び不在者

投票証明書。以下この項において同じ。）を投票管理者に

返して

を返して

（法第五十二条の二第一項の規定により共通投票所を設け

る場合には、共通投票所において行う投票を含む。）又は

法第六十条第一項

又は法第六十条第一項若しくは第六十二条第一項

第百四十五条第一

項ただし書

第四号から第七号まで、第十一号及び第十二号 第六号

第百四十五条第一

項第一号

請求 請求（当該請求に併せて行う第百三条第一項の規定により読

み替えて適用される第六十四条第一項の規定による在外投票

人証等の提示を含む。）

第百四十五条第一

項第二号

請求 請求（当該請求に併せて行う第百三条第一項の規定により読

み替えて適用される第六十四条第二項の規定による在外投票

人証等の提示を含む。）

第百四十五条第一

項第六号

同項 第百三条第一項の規定により読み替えて適用される第七十条

第一項

不在者投票証明書の提出 在外投票人証等の提示

及び当該 及びこれらの

第百四十五条第一

項第九号

第七十一条第二項 第百三条第一項の規定により読み替えて適用される第七十一

条第二項

不在者投票証明書の提出（当該提出 在外投票人証等の提示（当該提示

２　在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票（法第五十二条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合及び法第

六十条第一項の規定による投票を行わせる場合に限る。）に関し必要な手続については、前項（同項の表第四十二条第一項の項から第四

十二条第一項第三号の項までに係る部分に限る。）の規定は適用しないものとし、第五十九条の二及び第六十条の規定の適用については、

前項（同項の表第五十九条の二の表第五十二条第四項の項の項及び第六十条の表第五十二条第四項の項の項に限る。）の規定によるほか、

第 五 十 九 条 の 二 の 表 中
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「

第四十二条第一項 各投票区 各投票区及び共通投票所

投票所 投票所又は共通投票所

第四十二条第一項各号 区域 区域又は共通投票所

」 と あ る の は

「

第四十二条第一項 各投票区 指定在外投票区及び指定共通投票所（法第六十二条第三項の規定により読み替

えて適用される法第五十二条の二第二項に規定する指定共通投票所をいう。

以下この項において同じ。）

投票区の投票所 指定在外投票区の投票所又は指定共通投票所

第四十二条第一項第一号投票区の区域 指定在外投票区又は指定共通投票所

投票人名簿 在外投票人名簿

第四十二条第一項第二号投票区の区域 指定在外投票区又は指定共通投票所

投票人名簿が法第二十条第二

項

在外投票人名簿が法第三十三条第二項

が当該投票人名簿 が当該在外投票人名簿

第四十二条第一項第二号

イからハまで

投票人名簿 在外投票人名簿

第四十二条第一項第三号投票区の区域 指定在外投票区又は指定共通投票所

投票人名簿 在外投票人名簿

第二十条第二項 第三十三条第二項

」 と 、 第 六 十 条 の 表 中

「

第四十二条第一項 各投票区 期日前投票所

投票区の投票所 期日前投票所を設ける期間の初日において当該期日前投票所

第四十二条第一項各号 投票区の区域 期日前投票所

」 と あ る の は

「

第四十二条第一項 各投票区 指定期日前投票所（法第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される

法第六十条第一項に規定する指定期日前投票所をいう。以下この項におい

て同じ。）

投票区の投票所 指定期日前投票所を設ける期間の初日において当該指定期日前投票所

第四十二条第一項第一号 投票区の区域 指定期日前投票所

投票人名簿 在外投票人名簿

第四十二条第一項第二号 投票区の区域 指定期日前投票所

投票人名簿が法第二十条第二項在外投票人名簿が法第三十三条第二項

が当該投票人名簿 が当該在外投票人名簿

第四十二条第一項第二号イ

からハまで

投票人名簿 在外投票人名簿

第四十二条第一項第三号 投票区の区域 指定期日前投票所

投票人名簿 在外投票人名簿

第二十条第二項 第三十三条第二項

」とする。

３　在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票については、第三十七条第一項及び第三項、第四十三条第一項、第六十四

条第四項、第六十七条第二項、第六十九条第二項及び第四項、第七十二条第一項並びに第八十八条第一項第三号の規定は、適用しない。

４　市町村の選挙管理委員会は、法第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項の規定により期日前投票所を指

定したとき、又は法第六十二条第三項の規定により共通投票所を指定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。

（在外投票の手続の変更及び投票用紙の返還等）

第百四条　第百一条第二項の規定により交付を受けた投票用紙及び投票用封筒は、法第六十二条第一項第一号の規定による投票に使用する

ことができない。

２　投票人は、第百一条第二項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合において、法第六十二条第一項第二号の規定によ

る投票をしなかったときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に、その投票用紙及び投票用封筒を返して、法第

五十五条の規定による投票（法第五十二条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、共通投票所において行う投票を含む。

第一号において同じ。）又は法第六十条第一項、第六十一条第一項若しくは第六十二条第一項第一号の規定による投票をすることができ

るものとし、これらの投票をもしなかったときは、速やかにその投票用紙及び投票用封筒をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の

委員長に返さなければならない。

一　法第五十五条の規定による投票をしようとするとき　当該投票人が属する指定在外投票区の投票管理者（法第五十二条の二第一項の

規定により共通投票所を設ける場合には、当該投票人が属する指定在外投票区の投票管理者又は法第六十二条第三項の規定により読み

替えて適用される法第五十二条の二第二項に規定する指定共通投票所の投票管理者）

二　法第六十条第一項の規定による投票をしようとするとき　法第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項

に規定する指定期日前投票所の投票管理者

三　法第六十一条第一項の規定による投票をしようとするとき　当該投票人が登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理

委員会の委員長

四　法第六十二条第一項第一号の規定による投票をしようとするとき　在外公館の長
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（在外公館の長等に対する在外投票に係る投票用紙等の交付手続等）

第百五条　総務大臣は、憲法改正案に係る国民投票ごとに、法第六十二条第一項の規定による投票に用いるべき投票用紙及び投票用封筒

を、外務大臣を経由して在外公館の長に、都道府県の選挙管理委員会の委員長を経由して市町村の選挙管理委員会の委員長に、それぞれ

交付するものとする。

２　前項の規定による交付を受けようとするときは、在外公館の長にあっては外務大臣を経由して総務大臣に、市町村の選挙管理委員会の

委員長にあっては都道府県の選挙管理委員会の委員長を経由して総務大臣に、投票用紙等交付請求書を提出するものとする。

（在外投票に関する調書）

第百六条　投票人が登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長は、在外投票事務処理簿を備え、第九十八

条、第百一条、第百二条及び前条の規定によってとった措置の明細その他必要と認める事項を記載しなければならない。

２　市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の在外投票事務処理簿に基づき、その概略を記載した在外投票に関する調書を作成して、こ

れに記名押印し、関係のある指定在外投票区の投票管理者に送致しなければならない。

３　指定在外投票区の投票管理者は、前項の規定によって送致された調書又はその抄本を投票録に添えなければならない。

（送致を受けた在外投票の措置）

第百七条　第九十条第二項、第九十一条及び第九十三条の規定は、第九十八条第二項又は第百二条第二項の規定により送致された在外投票

について準用する。この場合において、第九十条第二項中「第百三条第一項の規定により読み替えて適用される第八十八条」とあるのは

「第九十八条第二項又は第百二条第二項」と、第九十一条第二項中「第七十条第五項（第七十一条第三項、第七十二条第四項、第八十一

条第十一項、第八十二条第十項又は第八十五条第四項において準用する場合を含む。）」とあるのは「第九十五条第四項」と、第九十三条

中「第八十八条」とあるのは「第九十八条第二項又は第百二条第二項」と読み替えるものとする。

第四章　開票

（数市町村合同開票区の開票管理者等）

第百八条　数市町村合同開票区の開票管理者は、国民投票の投票権を有する者の中から、関係市町村の選挙管理委員会が協議して選任しな

ければならない。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会がこれを選任する。

２　数区合同開票区の開票管理者は、国民投票の投票権を有する者の中から、指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会が

選任しなければならない。

（開票管理者の職務代理者又は職務管掌者の選任）

第百九条　市町村の選挙管理委員会は、開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けた場合においてその職務を代理すべき者を、国民

投票の投票権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。

２　市町村の選挙管理委員会の委員長は、開票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合に

は、直ちに、当該市町村の選挙管理委員又は選挙管理委員会の書記の中から、臨時に開票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければ

ならない。

３　第一項の規定にかかわらず、数市町村合同開票区においては、関係市町村の選挙管理委員会は、その協議により、国民投票の投票権を

有する者の中から、開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けた場合においてその職務を代理すべき者をあらかじめ選任しておか

なければならない。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会がこれを選任する。

４　第二項の規定にかかわらず、都道府県の選挙管理委員会の委員長は、数市町村合同開票区において、開票管理者及びその職務を代理す

べき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合には、直ちに、関係市町村の選挙管理委員又は選挙管理委員会の書記（関係

市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員若しくは選挙管理委員会の書記又は当該指定都市

の関係区の選挙管理委員若しくは選挙管理委員会の書記）の中から、臨時に開票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならな

い。

５　第一項の規定にかかわらず、数区合同開票区においては、指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会は、国民投票の投

票権を有する者の中から、開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けた場合においてその職務を代理すべき者をあらかじめ選任し

ておかなければならない。

６　第二項の規定にかかわらず、指定都市の選挙管理委員会の委員長は、数区合同開票区において、開票管理者及びその職務を代理すべき

者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合には、直ちに、関係区の選挙管理委員又は選挙管理委員会の書記の中から、臨時

に開票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。

（開票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示）

第百十条　市町村又は都道府県の選挙管理委員会は、法第七十五条第二項の規定又は第百八条若しくは前条第一項、第三項若しくは第五項

の規定により開票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合には、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

（開票立会人となるべき者の届出の方法）

第百十一条　政党等（法第百六条第二項に規定する政党等をいう。次条において同じ。）の法第七十六条第一項の規定による開票立会人と

なるべき者の届出は、当該開票立会人となるべき者の住所、氏名及び生年月日を記載した文書でしなければならない。この場合において

は、当該開票立会人となるべき者の承諾書を添えなければならない。

（開票立会人の氏名等の通知）

第百十二条　市町村の選挙管理委員会は、法第七十六条第二項の規定により開票立会人が定まった場合又は同条第四項の規定により市町村

の選挙管理委員会において開票立会人を選任した場合においては、直ちに、当該開票立会人の住所及び氏名並びに政党等の届出に係る者

については当該政党等の名称、市町村の選挙管理委員会の選任に係る者については当該開票立会人の属する政党等の名称を当該開票立会

人の立ち会う開票所の開票管理者に通知しなければならない。

（数市町村合同開票区の開票立会人となるべき者の届出等）

第百十三条　数市町村合同開票区においては、法第七十六条第一項の規定による開票立会人となるべき者の届出は、関係市町村の選挙管理

委員会が協議して定めた市町村の選挙管理委員会（関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管

理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会）に対して行わなければならない。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙

管理委員会が指定した市町村の選挙管理委員会（関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理

委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会）に対して行わなければならない。

２　関係市町村又は都道府県の選挙管理委員会は、前項の規定により、開票立会人となるべき者を届け出るべき市町村又は指定都市の区の

選挙管理委員会を定め、又は指定した場合には、直ちにその旨を告示しなければならない。

３　数市町村合同開票区においては、法第七十六条第二項の規定によるくじ、同条第三項の規定によるくじを行うべき場所及び日時の告

示、同条第四項の規定による市町村の選挙管理委員会が行う開票立会人の選任並びに前条の規定による開票立会人の氏名等の通知は、第

一項の規定により開票立会人となるべき者を届け出るべき市町村又は指定都市の区の選挙管理委員会が行う。
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４　数市町村合同開票区においては、法第七十七条の規定による開票所を設ける場所の指定並びに法第七十八条の規定による開票の場所及

び日時の告示は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた市町村の選挙管理委員会（関係市町村に指定都市が含まれる場合には、

当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会）が行う。その協議が調わない場合には、

都道府県の選挙管理委員会が当該指定及び告示を行う。

５　数区合同開票区においては、法第七十六条第一項の規定による開票立会人となるべき者の届出は、指定都市の選挙管理委員会が指定し

た区の選挙管理委員会に対して行わなければならない。

６　指定都市の選挙管理委員会は、前項の規定により、開票立会人となるべき者を届け出るべき区の選挙管理委員会を指定した場合には、

直ちにその旨を告示しなければならない。

７　数区合同開票区においては、法第七十六条第二項の規定によるくじ、同条第三項の規定によるくじを行うべき場所及び日時の告示、同

条第四項の規定による区の選挙管理委員会が行う開票立会人の選任並びに前条の規定による開票立会人の氏名等の通知は、第五項の規定

により開票立会人となるべき者を届け出るべき区の選挙管理委員会が行う。

８　数区合同開票区においては、法第七十七条の規定による開票所を設ける場所の指定並びに法第七十八条の規定による開票の場所及び日

時の告示は、指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会が行う。

（代理投票、不在者投票及び在外投票の受理の決定）

第百十四条　開票管理者は、第五十二条及び第九十一条第四項（第百七条において準用する場合を含む。）の規定の適用を受けた投票につ

いては、法第八十条第一項の例によって、これを受理するかどうかを決定しなければならない。

（投票の点検）

第百十五条　開票管理者は、投票を点検する場合においては、開票事務に従事する者二人に各別に憲法改正案に対する賛成の投票の数及び

反対の投票の数を計算させなければならない。

（開票管理者による投票の数の朗読等）

第百十六条　開票管理者は、前条の規定による計算が終わったときは、憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を朗読しな

ければならない。ただし、その開票所内にいる投票人に周知させるため、掲示その他の必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。

（点字投票の無効投票）

第百十七条　点字による投票で次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。

一　所定の用紙を用いないもの

二　賛成の文字又は反対の文字のほか、他事を記載したもの

三　賛成の文字又は反対の文字を自書しないもの

四　賛成の文字及び反対の文字をともに記載したもの

五　賛成の文字又は反対の文字のいずれを記載したかを確認し難いもの

（開票録の送付）

第百十八条　開票管理者は、法第八十条第三項の規定による投票の点検の結果の報告をする場合においては、併せて開票録の写しを送付し

なければならない。

（投票人名簿及び在外投票人名簿の送付）

第百十九条　開票管理者は、法第八十条第三項の規定による報告をした後、直ちに投票人名簿又はその抄本及び在外投票人名簿又はその抄

本を市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。

２　開票管理者は、投票人名簿が法第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合又は在外投票人名簿が法第三十

三条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合において、前項の規定により当該投票人名簿に記録されている全部若

しくは一部の事項又は当該在外投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を送付するときは、次のいずれかの方法により行う

ものとする。

一　当該開票管理者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機に当該事項を送

信する方法

二　当該開票管理者から当該事項を記録した電磁的記録媒体を市町村の選挙管理委員会に送付する方法

（点検済の投票等の送付）

第百二十条　開票管理者は、点検済の投票の有効無効を区別して、それぞれ別の封筒に入れ、開票立会人とともに封印をし、これを投票録

及び開票録並びに開票に関する書類とともに、市町村の選挙管理委員会（数市町村合同開票区にあっては次条第二項の規定により定めら

れ、又は指定された市町村の選挙管理委員会とし、数区合同開票区にあっては同条第三項の規定により指定された区の選挙管理委員会と

する。次項において同じ。）に送付しなければならない。

２　開票管理者は、第九十三条（第百七条において準用する場合を含む。）の規定により送致を受けた投票を、その封筒を開かないで、不

受理の決定をした投票とともに、前項の例により、市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。

（開票に関する書類等の保存）

第百二十一条　開票に関する書類は、市町村の選挙管理委員会において、法第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日

又は国民投票の期日から五年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、保存しなければならない。

２　前項の規定にかかわらず、数市町村合同開票区については、開票に関する書類は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた市町

村の選挙管理委員会（関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の

関係区の選挙管理委員会）において、その協議が調わない場合には都道府県の選挙管理委員会が指定した市町村の選挙管理委員会（関係

市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会）

において、開票録、投票録及び投票とともに、同項の期間、保存しなければならない。

３　第一項の規定にかかわらず、数区合同開票区については、開票に関する書類は、指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委

員会において、開票録、投票録及び投票とともに、同項の期間、保存しなければならない。

（繰延開票に関する通知）

第百二十二条　都道府県の選挙管理委員会は、法第八十七条において準用する法第七十一条第一項前段の規定により更に期日を定めて開票

を行わせることとした場合及び当該開票の期日を定めた場合には、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び国民投票分会長並び

に中央選挙管理会及び市町村の選挙管理委員会（指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会）に、直ちに、同

項前段の規定により更に期日を定めて開票を行わせることとした旨及び当該開票の期日を、それぞれ通知しなければならない。

２　市町村の選挙管理委員会（指定都市においては、区の選挙管理委員会）は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受

けた場合には、直ちにその旨を関係のある開票管理者（数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者を除く。）に通知しなけれ

ばならない。
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３　指定都市の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会から第一項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある

数区合同開票区の開票管理者に通知しなければならない。

４　中央選挙管理会は、都道府県の選挙管理委員会から第一項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨を国民投票長に通知しなけ

ればならない。

第五章　国民投票分会及び国民投票会

（国民投票分会長の職務代理者又は職務管掌者の選任）

第百二十三条　都道府県の選挙管理委員会は、国民投票分会長に事故があり、又は国民投票分会長が欠けた場合においてその職務を代理す

べき者を、国民投票の投票権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。

２　都道府県の選挙管理委員会の委員長は、国民投票分会長及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた

場合においては、直ちに、当該国民投票分会長の置かれた都道府県の選挙管理委員会の委員又は書記の中から、臨時に国民投票分会長の

職務を管掌すべき者を選任しなければならない。

（国民投票分会長又はその職務代理者の氏名等の告示）

第百二十四条　都道府県の選挙管理委員会は、法第八十九条第二項又は前条第一項の規定により国民投票分会長又はその職務を代理すべき

者を選任した場合においては、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

（国民投票分会立会人となるべき者の届出の方法）

第百二十五条　第百十一条の規定は、国民投票分会立会人となるべき者の届出の方法について準用する。

（国民投票分会長による投票の数の朗読等）

第百二十六条　国民投票分会長は、法第九十一条第三項又は第四項の規定による調査においては、憲法改正案に対する賛成の投票の数及び

反対の投票の数を計算し、これらの数を朗読しなければならない。ただし、その国民投票分会場内にいる投票人に周知させるため、掲示

その他の必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。

（国民投票分会録等の送付）

第百二十七条　国民投票分会長は、国民投票分会の事務が終了した場合においては、国民投票分会録及び国民投票分会に関する書類を都道

府県の選挙管理委員会に送付しなければならない。

（国民投票分会に関する書類の保存）

第百二十八条　国民投票分会に関する書類は、都道府県の選挙管理委員会において、法第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しな

くなった日又は国民投票の期日から五年を経過した日のいずれか遅い日まで、保存しなければならない。

（国民投票長の職務代理者又は職務管掌者の選任）

第百二十九条　中央選挙管理会は、国民投票長に事故があり、又は国民投票長が欠けた場合においてその職務を代理すべき者を、国民投票

の投票権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。

２　中央選挙管理会の委員長は、国民投票長及びその者の職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合におい

ては、直ちに、中央選挙管理会の委員又は中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員の中から、臨時に国民投票長の職務を管掌すべ

き者を選任しなければならない。

（国民投票長又はその職務代理者の氏名等の告示）

第百三十条　中央選挙管理会は、法第九十四条第二項又は前条第一項の規定により国民投票長又はその職務を代理すべき者を選任した場合

においては、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

（国民投票会立会人となるべき者の届出の方法）

第百三十一条　第百十一条の規定は、国民投票会立会人となるべき者の届出の方法について準用する。

（国民投票長による投票の数の朗読等）

第百三十二条　国民投票長は、法第九十六条第三項又は第四項の規定による調査においては、憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対

の投票の数を計算し、これらの数を朗読しなければならない。ただし、その国民投票会場内にいる投票人に周知させるため、掲示その他

の必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。

（国民投票録等の送付）

第百三十三条　国民投票長は、国民投票会の事務が終了した場合においては、国民投票録及び国民投票会に関する書類を中央選挙管理会に

送付しなければならない。

（国民投票会に関する書類の保存）

第百三十四条　国民投票会に関する書類は、中央選挙管理会において、法第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又

は国民投票の期日から五年を経過した日のいずれか遅い日まで、保存しなければならない。

（繰延国民投票分会又は繰延国民投票会に関する通知）

第百三十五条　法第九十九条において準用する法第七十一条第一項前段の規定により更に期日を定めて国民投票分会を行わせることとした

場合及び当該国民投票分会の期日を定めた場合には、都道府県の選挙管理委員会は、国民投票分会長及び中央選挙管理会に対し、直ち

に、同項前段の規定により更に期日を定めて国民投票分会を行わせることとした旨及び当該国民投票分会の期日を、それぞれ通知しなけ

ればならない。

２　中央選挙管理会は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨を国民投票長に通知しなけれ

ばならない。

３　法第九十九条において準用する法第七十一条第一項前段の規定により更に期日を定めて国民投票会を行わせることとした場合及び当該

国民投票会の期日を定めた場合には、中央選挙管理会は、国民投票長に対し、直ちに、同項前段の規定により更に期日を定めて国民投票

会を行わせることとした旨及び当該国民投票会の期日を、それぞれ通知しなければならない。

第六章　補則

（国民投票の一部無効による再投票が行われる投票区、開票区等）

第百三十六条　憲法改正案に係る国民投票の一部が無効となったことにより法第百三十五条の規定により再投票が行われるべき投票区又は

開票区に異動が生じた場合においては、当該再投票におけるこれらの区域は、これらの異動前の区域による。この場合において、関係区

域が二以上の都道府県又は市町村にわたるときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会が当該再投票に関する事務を行うべき都道府

県又は市町村の選挙管理委員会（指定都市の区の選挙管理委員会を含む。）を指定するものとする。

２　前項の再投票の執行に関する手続は、総務省令で定める。

（一部の繰延投票に関する準用）

第百三十七条　前条第一項の規定は、一部の区域について法第七十一条第一項の規定による投票が行われる国民投票の投票区及び開票区に

ついて準用する。
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２　前項の投票を行う場合において、第十一条において準用する公職選挙法施行令第十九条の規定による移送若しくは引継ぎを受けた投票

人名簿又は第三十二条において準用する同令第十九条の規定による移送若しくは引継ぎを受けた在外投票人名簿があるときは、当該市町

村の選挙管理委員会は、当該投票の期日の告示があった後、直ちにその投票人名簿若しくはその中の関係部分又は在外投票人名簿若しく

はその中の関係部分を当該投票の投票管理者に送付しなければならない。

３　第一項の投票の執行に関する手続は、前項に定めるものを除くほか、総務省令で定める。

（国民投票の一部無効に関する通知）

第百三十八条　国民投票の一部が無効となった場合においては、中央選挙管理会は、法第百三十二条第一項後段の規定による通知を受けた

後、直ちに、その旨を国民投票長に通知しなければならない。

（国民投票に関する経費の交付）

第百三十九条　総務大臣は、各都道府県の選挙管理委員会及び当該都道府県の区域内にある市町村の選挙管理委員会において要する国民投

票に関する経費並びに不在者投票管理者において要する国民投票に関する経費で予算をもって定められたものを都道府県に交付し、都道

府県は、当該都道府県の区域内に在る市町村及び不在者投票管理者において要する国民投票に関する経費として交付を受けた額を市町村

及び不在者投票管理者に交付するものとする。

２　都道府県、市町村又は不在者投票管理者が前項の規定による交付金をもって実施すべき国民投票の事務の一部を実施することを要しな

くなった場合においては、総務大臣は、既に交付した交付金のうちその事務の実施に要する経費に相当する額の全部又は一部を還付させ

ることができる。

（特別区に対する市に関する規定の適用）

第百四十条　この政令中市に関する規定は、特別区に適用する。

（指定都市の区及び総合区に対する法の適用）

第百四十一条　指定都市においては、法第二十条第一項及び第三項、第二十一条第二項、第二十二条第二項、第二十三条、第二十五条第一

項、第二十七条から第二十九条の三まで、第三十二条、第三十三条第一項及び第三項、第三十四条第二項、第三十六条第一項から第三項

まで、第三十七条第一項から第三項まで、第三十九条第一項、第四十一条、第四十二条、第四十三条第一項（在外投票人名簿の登録に関

する部分を除く。）、第四十八条第二項及び第五項、第四十九条第一項、第五十条から第五十二条まで、第五十二条の二第一項から第四項

まで、第六十条第一項から第四項まで及び第七項、第六十一条第三項、第七項、第九項及び第十項、第六十二条第三項並びに第六十五条

第一項、第二項及び第四項、法第六十条第五項の規定により読み替えて適用される法第六十九条、法第七十五条第二項、第七十六条第一

項から第四項まで、第七十七条、第七十八条、第八十五条、第百四十二条第一項ただし書及び第百四十三条並びに法第二十六条第二項又

は第四十条第二項において準用する公職選挙法第二百十九条第一項の規定の適用については、それぞれ区及び総合区の区域を市の区域

と、区及び総合区の長を市長と、区及び総合区の選挙管理委員会を市の選挙管理委員会と、区及び総合区の事務所を市役所とみなし、法

第十九条第一項の規定の適用については、区及び総合区の選挙管理委員会は市の選挙管理委員会に含まれるものとし、法第四十三条第一

項（在外投票人名簿の登録に関する部分に限る。）の規定の適用については、区及び総合区は市に含まれるものとする。

２　指定都市における法第二十二条第一項及び第三十五条の規定の適用については、法第二十二条第一項第一号中「当該市町村の」とある

のは「当該区（総合区を含む。以下同じ。）の区長（総合区長を含む。以下同じ。）が作成した」と、同項第二号中「当該市町村の」とあ

るのは「当該区の区長が作成した」と、「他の市町村の」とあるのは「他の市町村の住民基本台帳又は当該市の他の区の区長が作成した」

と、「いずれかの市町村」とあるのは「いずれかの市区町村」と、法第三十五条第一号中「当該市町村」とあるのは「当該区」と、同条

第二号及び第三号中「市町村」とあるのは「市区町村」とする。

（指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用）

第百四十二条　指定都市においては、第一条、第一条の二、第四条第二項及び第三項、第十七条第二項及び第三項、第二十四条第一項、第

二十九条、第三十一条第一項、第六十四条第一項、第七十条第一項並びに第百四十五条第一項の規定中市に関する規定は、指定都市の区

及び総合区に適用する。

２　指定都市においては、第五十八条第一項及び第二項、第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の四第一項から第三項まで、第五項、

第六項及び第八項、第六十三条の二第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第八項、第百八条第一項、第百九条第三項及び第四項、

第百十三条第一項から第四項まで、第百二十一条第二項、第百二十二条第一項及び第二項並びに第百三十六条第一項の規定を除き、この

政令中市の選挙管理委員会に関する規定は、区及び総合区の選挙管理委員会に適用する。

３　指定都市における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲

げる字句とする。

第八十二条第一項市町村の 区（総合区を含む。以下この節において同じ。）の区長（総合区長を含む。以下この節において同

じ。）が作成した

第八十三条 市町村の投票人名簿 区の投票人名簿

市町村の住民基本台帳区の区長が作成した住民基本台帳

第八十五条第一項市町村の 区の区長が作成した

第八十六条 市町村の投票人名簿 区の投票人名簿

市町村の住民基本台帳区の区長が作成した住民基本台帳

（国外における時間の取扱い）

第百四十三条　法第百四十一条に規定する国民投票に関する期日の国外における取扱いについては、当該在外公館の所在地において用いら

れている時間によるものとする。

２　法第四十条第一項において準用する公職選挙法第二十五条第一項に規定する期日の国外における取扱いについては、当該投票人の住所

がある地において用いられている時間によるものとする。

３　法若しくはこの政令又はこれらに基づく命令の規定によって在外公館の長のする行為又は在外公館の長に対してする行為に係る時間の

取扱いについては、当該在外公館の所在地において用いられている時間によるものとする。

（在外公館等における在外投票の時間等）

第百四十四条　法第六十一条第一項若しくは第七項の規定による投票、同条第八項の規定による投票（第八十二条の二第二号に掲げる船員

が行うものに限る。）又は法第六十一条第九項の規定による投票に関し船員又は南極調査員が国外において行う行為は、第六十九条第四

項第一号の船舶若しくは同条第六項に規定する指定船舶等の船長（当該船長が同条第八項の規定に該当する場合又は事故があり、若しく

は欠けた場合には、当該船長の職務を代理すべき者）で同条第四項若しくは第六項に規定する不在者投票管理者であるもの又は南極地域

調査組織の長が船員又は南極調査員の投票の便宜を考慮して定める時間内に行わなければならない。
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２　法第六十一条第四項の規定による投票に関し特定国外派遣隊員が国外において行う行為は、特定国外派遣組織の長が特定国外派遣隊員

の投票権の適正な行使を妨げないよう配慮して定める時間内に行わなければならない。

３　法第六十一条第八項の規定による投票（第八十二条の二第一号に掲げる船員が行うものに限る。）に関し船員が国外において行う行為

は、第八十二条の三第三項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒並びに確認書を交付した指定市町村の選挙管理委員会の委

員長が船員の投票の便宜及び投票の公正な実施の確保を考慮して定める時間内に行わなければならない。

４　法第六十二条第一項第一号の規定による投票は、午前九時三十分から午後五時までの間にしなければならない。

５　前項に規定する時間により難い特別の事情があると認められる在外公館等投票記載場所については、総務省令・外務省令で、法第六十

二条第一項第一号の規定による投票をしなければならない時間を別に定めることができる。

６　法若しくはこの政令又はこれらに基づく命令の規定により領事官に対して行う行為は、当該領事官がその管轄する区域の慣習、休日そ

の他の地域の実情等を考慮して定める時間内に行わなければならない。

７　領事官は、前項に規定する時間を定めようとするときは、あらかじめ総務大臣及び外務大臣の承認を受けなければならない。

（不在者投票の時間に行うことができる行為）

第百四十五条　法第百四十三条第一項の政令で定めるものは、次に掲げる行為とする。ただし、第四号から第七号まで、第十一号及び第十

二号に掲げる行為については、国民投票の期日前十四日（憲法改正案に係る国民投票の一部無効による再投票にあっては、当該行為を行

おうとする市町村の全部又は一部の区域が含まれる区域を区域として行われる国民投票の期日前十四日）に当たる日から当該国民投票の

期日の前日までの間に行うものに限る。

一　第六十四条第一項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求

二　第六十四条第二項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求

三　第六十四条第四項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求

四　第六十五条第一項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求

五　第六十五条第二項において準用する第六十四条第四項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求

六　第七十条第一項の規定による投票用紙及び投票用封筒の提示（当該提示に併せて行う同項の規定による不在者投票証明書の提出その

他の行為及び当該提示に引き続いて行う同条第四項の規定による代理投票の申請、同条第一項、第四項又は第五項の規定による投票用

封筒の提出その他の行為を含む。）

七　第七十条第二項の規定による投票用封筒の提出（同条第四項の規定による代理投票の申請、同項又は同条第五項の規定による投票用

封筒の提出その他の行為を含む。）

八　第七十一条第一項の規定により第七十条第二項の規定に準じて行う投票用封筒の提出（第七十一条第三項において準用する第七十条

第四項の規定による代理投票の申請、第七十一条第三項において準用する第七十条第四項又は第五項の規定による投票用封筒の提出そ

の他の行為を含む。）

九　第七十一条第二項の規定による不在者投票証明書の提出（当該提出に引き続いて同項の規定により第七十条第二項の規定に準じて行

う投票用封筒の提出、第七十一条第三項において準用する第七十条第四項の規定による代理投票の申請、第七十一条第三項において準

用する第七十条第四項又は第五項の規定による投票用封筒の提出その他の行為を含む。）

十　第八十一条第四項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求

十一　第八十二条第二項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求

十二　第八十五条第二項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求

２　市町村の選挙管理委員会は、法第百四十三条第一項の規定により午前六時三十分から午前八時三十分までの間で午前八時三十分と異な

る時刻を定める場合又は午後八時から午後十時までの間で午後八時と異なる時刻を定める場合には、前項各号に掲げる行為について、そ

れぞれ午前八時三十分又は午後八時と異なる時刻を定めることができる。ただし、次に掲げる行為については、それぞれ同一の時刻を定

めなければならない。

一　前項第二号に掲げる行為及び同項第八号に掲げる行為

二　前項第四号に掲げる行為及び同項第七号に掲げる行為

３　法第百四十三条第二項の政令で定めるものは、第一項第四号から第七号まで、第十一号及び第十二号に掲げる行為（同項ただし書に規

定する期間内に行うものを除く。）とする。

（不在者投票の時間の特例を定めた場合の告示）

第百四十六条　市町村の選挙管理委員会は、法第百四十三条第一項の規定により午前六時三十分から午前八時三十分までの間で午前八時三

十分と異なる時刻を定めた場合又は午後五時から午後十時までの間で午後八時と異なる時刻を定めた場合には、直ちに当該定めた時刻を

告示しなければならない。

（投票用紙の様式）

第百四十七条　法第六十一条第一項、第二項及び第四項の規定による投票の投票用紙は、別記第一様式に準じて調製しなければならない。

２　法第六十二条第一項の規定による投票の投票用紙は、別記第二様式に準じて調製しなければならない。

３　法第五十八条第二項の規定による投票の投票用紙は、別記第三様式に準じて調製しなければならない。

（投票人名簿等の様式）

第百四十八条　投票人名簿、在外投票人名簿、投票録、開票録、国民投票録その他法及びこの政令の規定による書類の様式については、総

務省令で定める。

（青ケ島村等における国民投票の特例）

第百四十九条　東京都八丈支庁管内青ケ島村及び小笠原支庁管内小笠原村並びに沖縄県島尻郡南大東村、同郡北大東村、宮古郡多良間村及

び八重山郡与那国町においては、開票管理者は、第百十八条の規定にかかわらず、開票録の写しを法第八十条第三項の規定による報告と

別に送付することができる。

（事務の区分）

第百五十条　この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法

定受託事務とする。

附　則　抄

（施行期日）

第一条　この政令は、法の施行の日（平成二十二年五月十八日）から施行する。

（法附則第二条第一項に規定する政令で定める日）

第二条　法附則第二条第一項に規定する政令で定める日は、平成六年五月一日とする。

附　則　（平成二三年七月二九日政令第二三五号）　抄
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（施行期日）

第一条　この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日（平成二十三年八月一日）から施行する。

附　則　（平成二三年九月二二日政令第二九六号）

この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。

附　則　（平成二四年二月三日政令第二六号）　抄

（施行期日）

第一条　この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附　則　（平成二五年一月一八日政令第五号）

この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附　則　（平成二五年五月三一日政令第一五九号）　抄

（施行期日）

１　この政令は、成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附　則　（平成二五年一一月二七日政令第三一九号）　抄

（施行期日）

１　この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附　則　（平成二七年一月三〇日政令第三〇号）　抄

（施行期日）

第一条　この政令は、地方自治法の一部を改正する法律（次条において「改正法」という。）の施行の日（平成二十八年四月一日）から施

行する。

附　則　（平成二七年一〇月三〇日政令第三六七号）　抄

（施行期日）

第一条　この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附　則　（平成二七年一一月二六日政令第三九二号）　抄

（施行期日）

第一条　この政令は、行政不服審査法の施行の日（平成二十八年四月一日）から施行する。

（経過措置の原則）

第二条　行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこ

の政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例によ

る。

附　則　（平成二八年三月二五日政令第七八号）　抄

（施行期日）

第一条　この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附　則　（平成二八年三月三一日政令第一〇三号）　抄

（施行期日）

１　この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附　則　（平成二九年五月三一日政令第一五三号）　抄

（施行期日）

第一条　この政令は、公職選挙法及び 高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律の施行の日（平成二十九年六月一日）から施行す

る。

附　則　（平成二九年七月一四日政令第一九〇号）　抄

（施行期日）

第一条　この政令は、衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律（平成二十八年法律第四十九号）附則第一

条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

（適用区分）

第二条　

２　新令の規定（新令第二条第一項、別表第三及び別表第五の規定を除く。）、次条の規定による改正後の地方自治法施行令（昭和二十二年

政令第十六号）の規定、附則第四条の規定による改正後の 高裁判所裁判官国民審査法施行令（昭和二十三年政令第百二十二号）第十一

条の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法施行令（昭和二十五年政令第三十号）第九条及び第二十三条の規定、附則第六条の規

定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令（平成十七年政令第五十五号）第二十一条第一項及び第二十二条の規定、附則

第七条の規定による改正後の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令（平成二十二年政令第百三十五号）の規定並びに附則第八条の規

定による改正後の大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令（平成二十五年政令第四十二号）第七条第一項及び第八条の規定

は、施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告

示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。

附　則　（平成三〇年三月二二日政令第五四号）

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

附　則　（平成三〇年五月二三日政令第一六八号）　抄

（施行期日）

１　この政令は、公職選挙法及び 高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（平成三十

年六月一日）から施行する。

附　則　（令和三年二月一五日政令第二九号）　抄

この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和三年九月一七日政令第二五五号）

（施行期日）

１　この政令は、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

（適用区分）

２　この政令による改正後の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の規定は、この政令の施行の日以後に登録基準日（日本国憲法の改

正手続に関する法律第二十二条第一項第一号に規定する登録基準日をいう。以下この項において同じ。）がある国民投票（同法第一条に
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規定する国民投票をいう。以下この項において同じ。）について適用し、この政令の施行の日前に登録基準日がある国民投票については、

なお従前の例による。

附　則　（令和四年一〇月五日政令第三二三号）　抄

（施行期日）

第一条　この政令は、旅券法の一部を改正する法律の施行の日（令和五年三月二十七日）から施行する。

附　則　（令和五年四月七日政令第一六三号）　抄

（施行期日）

第一条　この政令は、令和六年四月一日から施行する。

別表（第五十条関係）

各点字の傍らの記載は、これに対応する文字を示す。
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別記第一様式（第百四十七条関係）

別記第一様式(第百四十七条関係) 

   

裏 
 

     

折
目 

そ
の
一 

表 
 

    

折
目 

 

   
 
 
 
 
 

○ 

注

意 

一 

憲
法
改
正
案
に
賛
成
す
る
と
き
は
、
次
の
欄
内
の
賛
成
の
文
字
を
○
の
記
号
で
囲
む
こ
と
。 

二 

憲
法
改
正
案
に
反
対
す
る
と
き
は
、
次
の
欄
内
の
反
対
の
文
字
を
○
の
記
号
で
囲
む
こ
と
。 

三 

○
の
記
号
以
外
は
何
も
書
か
な
い
こ
と
。 

   

日
本
国
憲
法
改
正
国
民
投
票 

    

  

記 載 欄 

  

反

対 

賛

成 

   

都(

道
府
県) 

(

市) 
(

区) 
(

町)
 

(

村) 

 

選
挙
管
理
委
員
会 

 
 
 
 
 
 
 

印 

  

  

  

 

け
ん
ぽ
う
か
い
せ
い
あ
ん 

ち
ゅ
う 
い 

け
ん
ぽ
う
か
い
せ
い
あ
ん 

さ
ん
せ
い 

は
ん
た
い 

つ
ぎ 

ら
ん
な
い 

さ
ん
せ
い 

も

じ 

き
ご
う 

か
こ 

つ
ぎ 

ら
ん
な
い 

は
ん
た
い 

も

じ 

き
ご
う
い
が
い 

な
に 

か 

き さい らん 

き
ご
う 

か
こ 

さ
ん

せ
い 

は
ん

た
い 
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裏 
 

     

折
目 

そ
の
二 

表 
 

    

折
目 

 

   
 
 
 
 
 

○ 

注

意 

一 

憲
法
改
正
案
に
賛
成
す
る
と
き
は
、
次
の
欄
内
の
賛
成
の
文
字
を
○
の
記
号
で
囲
む
こ
と
。 

二 

憲
法
改
正
案
に
反
対
す
る
と
き
は
、
次
の
欄
内
の
反
対
の
文
字
を
○
の
記
号
で
囲
む
こ
と
。 

三 

○
の
記
号
以
外
は
何
も
書
か
な
い
こ
と
。 

   

日
本
国
憲
法
改
正
国
民
投
票 

 

船

員

不

在

者

投

票 

    

  

記 載 欄 

  

反

対 

賛

成 

   

市(

区)
 
(

町) 
(

村) 

 

選
挙
管
理
委
員
会 

 
 
 
 
 
 
 

印 

  

  

  

 

け
ん
ぽ
う
か
い
せ
い
あ
ん 

ち
ゅ
う 

い 

け
ん
ぽ
う
か
い
せ
い
あ
ん 

さ
ん
せ
い 

は
ん
た
い 

つ
ぎ 

ら
ん
な
い 

さ
ん
せ
い 

も

じ 

き
ご
う 

か
こ 

つ
ぎ 
ら
ん
な
い 

は
ん
た
い 

も

じ 

き
ご
う
い
が
い 

な
に 

か 

き さい らん 

き
ご
う 

か
こ 

さ
ん

せ
い 

は
ん

た
い 
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備
考 

 

一 

様
式
そ
の
一
は
第
六
十
四
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
七
十
七
条
第
一
項
並
び
に
第
八
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
基
づ
い
て
交
付
す
る

投
票
用
紙
で
あ
り
、
様
式
そ
の
二
は
第
六
十
五
条
第
一
項
及
び
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
基
づ
い
て
交
付
す

る
投
票
用
紙
で
あ
る
。 

 

二 

用
紙
は
、
折
り
た
た
ん
だ
場
合
に
お
い
て
な
る
べ
く
外
部
か
ら
○
の
記
号
を
透
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
紙
質
の
も
の
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

三 

二
以
上
の
憲
法
改
正
案
に
つ
い
て
国
民
投
票
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
の
憲
法
改
正
案
に
係
る
投
票
用
紙
で
あ
る
か
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 

四 

様
式
そ
の
一
に
よ
る
投
票
用
紙
に
押
す
べ
き
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
印
は
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県

の
印
又
は
市
区
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
印
若
し
く
は
市
区
町
村
の
印
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
て
も
差
し
支
え
な
い
。 

 

五 

不
正
行
為
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
で
投
票
用
紙
を
印
刷
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
り
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
そ

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
様
式
そ
の
一
に
よ
る
投
票
用
紙
に
押
す
べ
き
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
印
を
刷
込
み
式
に
し
て
も
差
し
支
え

な
い
。 

 

六 

様
式
そ
の
二
に
よ
る
投
票
用
紙
に
押
す
べ
き
市
区
町
村
選
挙
管
理
委
員
会
の
印
は
、
市
区
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
区
町
村
の

印
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
て
も
差
し
支
え
な
い
。 

 

七 

投
票
用
紙
は
、
片
面
印
刷
の
方
法
に
よ
り
調
製
し
て
も
差
し
支
え
な
い
。 
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別記第二様式（第百四十七条関係）

別記第二様式(第百四十七条関係) 

   

裏 
 

     

折
目 表 

 

    

折
目 

 
   

 
 
 
 
 

○ 

注

意 

一 

憲
法
改
正
案
に
賛
成
す
る
と
き
は
、
次
の
欄
内
の
賛
成
の
文
字
を
○
の
記
号
で
囲
む
こ
と
。 

二 

憲
法
改
正
案
に
反
対
す
る
と
き
は
、
次
の
欄
内
の
反
対
の
文
字
を
○
の
記
号
で
囲
む
こ
と
。 

三 

○
の
記
号
以
外
は
何
も
書
か
な
い
こ
と
。 

   

日
本
国
憲
法
改
正
国
民
投
票 

 

在

外

投

票 

    

  

記 載 欄 

  

反

対 

賛

成 

   

中

央

選

挙

管

理

会

印 

  

  

  

 

け
ん
ぽ
う
か
い
せ
い
あ
ん 

ち
ゅ
う 
い 

け
ん
ぽ
う
か
い
せ
い
あ
ん 

さ
ん
せ
い 

は
ん
た
い 

つ
ぎ 

ら
ん
な
い 

さ
ん
せ
い 

も

じ 

き
ご
う 

か
こ 

つ
ぎ 

ら
ん
な
い 

は
ん
た
い 

も

じ 

き
ご
う
い
が
い 

な
に 

か 

き さい らん 

き
ご
う 

か
こ 

さ
ん

せ
い 

は
ん

た
い 
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備
考 

 

一 

用
紙
は
、
折
り
た
た
ん
だ
場
合
に
お
い
て
な
る
べ
く
外
部
か
ら
○
の
記
号
を
透
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
紙
質
の
も
の
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
二 

二
以
上
の
憲
法
改
正
案
に
つ
い
て
国
民
投
票
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
の
憲
法
改
正
案
に
係
る
投
票
用
紙
で
あ
る
か
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 

三 

投
票
用
紙
に
押
す
べ
き
中
央
選
挙
管
理
会
の
印
は
、
刷
込
み
式
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

四 

投
票
用
紙
は
、
片
面
印
刷
の
方
法
に
よ
り
調
製
し
て
も
差
し
支
え
な
い
。 
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別記第三様式（第百四十七条関係）

別記第三様式(第百四十七条関係) 

   

裏 
 

     

折
目 

そ
の
一 

表 
 

    

折
目 

 

   
 
 
 
 
 

○ 

注

意 

一 

憲
法
改
正
案
に
賛
成
す
る
と
き
は
、
次
の
欄
内
に
賛
成
の
文
字
を
書
く
こ
と
。 

二 

憲
法
改
正
案
に
反
対
す
る
と
き
は
、
次
の
欄
内
に
反
対
の
文
字
を
書
く
こ
と
。 

三 

賛
成
の
文
字
又
は
反
対
の
文
字
以
外
は
何
も
書
か
な
い
こ
と
。 

   

日
本
国
憲
法
改
正
国
民
投
票 

 

点

字

投

票 

    

  

記 載 欄 

  

 
 

   

都(

道
府
県) 

(

市) 
(

区) 
(

町)
 

(

村) 

 

選
挙
管
理
委
員
会 

 
 
 
 
 
 
 

印 

  

  

  

 

け
ん
ぽ
う
か
い
せ
い
あ
ん 

ち
ゅ
う 
い 

け
ん
ぽ
う
か
い
せ
い
あ
ん 

さ
ん
せ
い 

は
ん
た
い 

つ
ぎ 

ら
ん
な
い 

さ
ん
せ
い 

も

じ 

つ
ぎ 

ら
ん
な
い 

は
ん
た
い 

も

じ 

な
に 

か 

き さい らん 

さ
ん
せ
い 

も

じ 

は
ん
た
い 

も

じ

い
が
い 

か か 
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裏 
 

     

折
目 

そ
の
二 

表 
 

    

折
目 

 

   
 
 
 
 
 

○ 

注

意 

一 

憲
法
改
正
案
に
賛
成
す
る
と
き
は
、
次
の
欄
内
に
賛
成
の
文
字
を
書
く
こ
と
。 

二 

憲
法
改
正
案
に
反
対
す
る
と
き
は
、
次
の
欄
内
に
反
対
の
文
字
を
書
く
こ
と
。 

三 

賛
成
の
文
字
又
は
反
対
の
文
字
以
外
は
何
も
書
か
な
い
こ
と
。 

   

日
本
国
憲
法
改
正
国
民
投
票 

 

船
員
不
在
者
投
票
点
字
投
票 

    

  

記 載 欄 

  

 
 

   

市(

区)
 
(

町) 
(

村) 

 

選
挙
管
理
委
員
会 

 
 
 
 
 
 
 

印 

  

  

  

 

け
ん
ぽ
う
か
い
せ
い
あ
ん 

ち
ゅ
う 

い 

け
ん
ぽ
う
か
い
せ
い
あ
ん 

さ
ん
せ
い 

は
ん
た
い 

つ
ぎ 

ら
ん
な
い 

さ
ん
せ
い 

も

じ 
つ
ぎ 
ら
ん
な
い 

は
ん
た
い 

も

じ 
な
に 
か 

き さい らん 

さ
ん
せ
い 

も

じ 

は
ん
た
い 

も

じ

い
が
い 

か か 
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裏 
 

     

折
目 

そ
の
三 

表 
 

    

折
目 

 

   
 
 
 
 
 

○ 

注

意 

一 

憲
法
改
正
案
に
賛
成
す
る
と
き
は
、
次
の
欄
内
に
賛
成
の
文
字
を
書
く
こ
と
。 

二 

憲
法
改
正
案
に
反
対
す
る
と
き
は
、
次
の
欄
内
に
反
対
の
文
字
を
書
く
こ
と
。 

三 

賛
成
の
文
字
又
は
反
対
の
文
字
以
外
は
何
も
書
か
な
い
こ
と
。 

   

日
本
国
憲
法
改
正
国
民
投
票 

 

在

外

投

票

点

字

投

票 

    

  

記 載 欄 

  

 
 

   

中

央

選

挙

管

理

会

印 

  

  

  

 

け
ん
ぽ
う
か
い
せ
い
あ
ん 

ち
ゅ
う 

い 

け
ん
ぽ
う
か
い
せ
い
あ
ん 

さ
ん
せ
い 

は
ん
た
い 

つ
ぎ 

ら
ん
な
い 

さ
ん
せ
い 

も

じ 
つ
ぎ 
ら
ん
な
い 

は
ん
た
い 

も

じ 
な
に 
か 

き さい らん 

さ
ん
せ
い 
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じ

い
が
い 

か か 
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備
考 

 

一 

様
式
そ
の
一
は
第
五
十
条
第
二
項
、
第
六
十
七
条
第
三
項
及
び
第
八
十
一
条
第
七
項
に
規
定
す
る
点
字
投
票
の
投
票
用
紙
で
あ
り
、
様
式
そ
の
二
は
第
六
十
八

条
第
二
項
に
規
定
す
る
点
字
投
票
の
投
票
用
紙
で
あ
り
、
様
式
そ
の
三
は
第
九
十
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
点
字
投
票
の
投
票
用
紙
で
あ
る
。 

 

二 
二
以
上
の
憲
法
改
正
案
に
つ
い
て
国
民
投
票
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
の
憲
法
改
正
案
に
係
る
投
票
用
紙
で
あ
る
か
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 

三 

様
式
そ
の
一
に
よ
る
投
票
用
紙
に
押
す
べ
き
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
印
は
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県

の
印
又
は
市
区
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
印
若
し
く
は
市
区
町
村
の
印
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
て
も
差
し
支
え
な
い
。 

 

四 

不
正
行
為
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
で
投
票
用
紙
を
印
刷
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
り
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
そ

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
様
式
そ
の
一
に
よ
る
投
票
用
紙
に
押
す
べ
き
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
印
を
刷
込
み
式
に
し
て
も
差
し
支
え

な
い
。 

 

五 

様
式
そ
の
二
に
よ
る
投
票
用
紙
に
押
す
べ
き
市
区
町
村
選
挙
管
理
委
員
会
の
印
は
、
市
区
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
区
町
村
の

印
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
て
も
差
し
支
え
な
い
。 

 

六 

様
式
そ
の
三
に
よ
る
投
票
用
紙
に
押
す
べ
き
中
央
選
挙
管
理
会
の
印
は
、
刷
込
み
式
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

七 

投
票
用
紙
は
、
片
面
印
刷
の
方
法
に
よ
り
調
製
し
て
も
差
し
支
え
な
い
。 
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